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───────────────────────────────────────────

平成24年 壱 岐 市 議 会 定 例 会 ９ 月 会 議 会 議 録（第１日）

───────────────────────────────────────────

議事日程（第１号）

平成24年９月11日 午前10時00分開議

日程第１ 会議録署名議員の指名
11番 豊坂 敏文

12番 中村 出征雄

日程第２ 審議期間の決定 18日間 決定

日程第３ 諸般の報告 議長 報告

日程第４ 行政報告 市長 説明

日程第５ 報告第10号
平成２３年度財団法人壱岐栽培漁業振興公

社に係る経営状況の報告について
農林水産部長 説明

日程第６ 報告第11号
平成２３年度壱岐空港ターミナルビル株式

会社に係る経営状況の報告について
総務部長 説明

日程第７ 報告第12号
平成２３年度株式会社壱岐カントリー倶楽

部に係る経営状況の報告について
企画振興部長 説明

日程第８ 報告第13号
平成２３年度財団法人壱岐市開発公社事業

会計収支決算の報告について
企画振興部長 説明

日程第９ 報告第14号
平成２３年度壱岐市財政健全化判断比率及

び資金不足比率の報告について
財政課長 説明

日程第10 議案第67号

平成２３年度壱岐市病院事業会計（かたば

る病院事業会計）未処分利益剰余金の処分

について

病院部長 説明

日程第11 議案第68号
平成２３年度壱岐市水道事業会計未処分利

益剰余金の処分について
建設部長 説明

日程第12 議案第69号 壱岐市防災会議条例の一部改正について 総務部長 説明

日程第13 議案第70号
壱岐市災害対策本部条例の一部改正につい

て
総務部長 説明

日程第14 議案第71号 壱岐市税条例の一部改正について 市民部長 説明

日程第15 議案第72号 壱岐市国民宿舎条例の一部改正について 企画振興部長 説明

日程第16 議案第73号 壱岐市火災予防条例の一部改正について 消防長 説明

日程第17 議案第74号 公の施設の指定管理者の指定について 総務部長 説明
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日程第18 議案第75号

武生水Ｃ辺地（変更）、渡良Ｂ辺地（変更）、

初山Ｂ辺地、東可須辺地（変更）、立石辺地

（変更）及び石田辺地（変更）に係る総合整備

計画の策定について

企画振興部長 説明

日程第19 議案第76号
平成２４年度壱岐市一般会計補正予算（第

４号）
財政課長 説明

日程第20 議案第77号
平成２４年度壱岐市国民健康保険事業特別

会計補正予算（第１号）
保健環境部長 説明

日程第21 議案第78号
平成２４年度壱岐市介護保険事業特別会計

補正予算（第１号）
保健環境部長 説明

日程第22 議案第79号
平成２４年度壱岐市簡易水道事業特別会計

補正予算（第２号）
建設部長 説明

日程第23 議案第80号
平成２４年度壱岐市下水道事業特別会計補

正予算（第１号）
建設部長 説明

日程第24 議案第81号
平成２４年度壱岐市農業機械銀行特別会計

補正予算（第１号）
農林水産部長 説明

日程第25 認定第１号
平成２３年度壱岐市一般会計歳入歳出決算

認定について
財政課長 説明

日程第26 認定第２号
平成２３年度壱岐市国民健康保険事業特別

会計歳入歳出決算認定について
保健環境部長 説明

日程第27 認定第３号
平成２３年度壱岐市後期高齢者医療事業特

別会計歳入歳出決算認定について
保健環境部長 説明

日程第28 認定第４号
平成２３年度壱岐市介護保険事業特別会計

歳入歳出決算認定について
保健環境部長 説明

日程第29 認定第５号
平成２３年度壱岐市簡易水道事業特別会計

歳入歳出決算認定について
建設部長 説明

日程第30 認定第６号
平成２３年度壱岐市下水道事業特別会計歳

入歳出決算認定について
建設部長 説明

日程第31 認定第７号
平成２３年度壱岐市特別養護老人ホーム事

業特別会計歳入歳出決算認定について
市民部長 説明

日程第32 認定第８号
平成２３年度壱岐市三島航路事業特別会計

歳入歳出決算認定について
総務部長 説明

日程第33 認定第９号
平成２３年度壱岐市農業機械銀行特別会計

歳入歳出決算認定について
農林水産部長 説明

日程第34 認定第10号
平成２３年度壱岐市病院事業会計決算認定

について
病院部長 説明

日程第35 認定第11号
平成２３年度壱岐市水道事業会計決算認定

について
建設部長 説明

日程第36 陳情第３号
「壱岐市芦辺町瀬戸浦の市道、恵美須～大

久保線の幅員拡張工事」に関する陳情

──────────────────────────────

本日の会議に付した事件

（議事日程第１号に同じ）
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出席議員（20名）

１番 久保田恒憲君 ２番 呼子 好君
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５番 小金丸益明君 ６番 深見 義輝君

７番 町田 正一君 ８番 今西 菊乃君

９番 市山 和幸君 10番 田原 輝男君

11番 豊坂 敏文君 12番 中村出征雄君

13番 鵜瀬 和博君 14番 榊原 伸君

15番 久間 進君 16番 大久保洪昭君

17番 瀬戸口和幸君 18番 牧永 護君

19番 中田 恭一君 20番 市山 繁君

──────────────────────────────

欠席議員（なし）

──────────────────────────────

欠 員（なし）

──────────────────────────────

事務局出席職員職氏名

事務局長 桝崎 文雄君 事務局次長 米村 和久君

事務局係長 吉井 弘二君 事務局書記 村部 茂君

──────────────────────────────

説明のため出席した者の職氏名

市長 …………………… 白川 博一君 副市長 ………………… 中原 康壽君

副市長 ………………… 山下 三郎君 教育長 ………………… 久保田良和君

総務部長 ……………… 眞鍋 陽晃君 企画振興部長 ………… 堀江 敬治君

市民部長 ……………… 川原 裕喜君 保健環境部長 ………… 斉藤 和秀君

建設部長 ……………… 原田憲一郎君 農林水産部長 ………… 後藤 満雄君
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病院部長 ……………… 左野 健治君 総務課長 ……………… 久間 博喜君

財政課長 ……………… 西原 辰也君 会計管理者 …………… 土谷 勝君

代表監査委員 ………… 吉田 泰夫君

──────────────────────────────
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午前10時00分開議

○議長（市山 繁君） 皆さん、おはようございます。

会議に入る前に報告いたします。長崎新聞社壱岐支局ほか２名の方から報道取材のため、撮影

機材等の使用の申し出があり、許可をいたしておりますので御了承を願います。

今期定例会におきましても、夏の省エネ対策の一環としてクールビズを実施いたします。議場

での服装につきましては、上着、ネクタイの着用は各位の判断に任せることとしておりますので

よろしくお願いいたします。

ただいまの出席議員は２０名であり、定足数に達しております。

ただいまから、平成２４年壱岐市議会定例会９月会議を開きます。

これから議事日程表第１号により、本日の会議を開きます。

────────────・────・────────────

日程第１．会議録署名議員の指名

○議長（市山 繁君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

９月会議の会議録署名議員は、会議規則第８１条の規定により、１１番、豊坂敏文議員、

１２番、中村出征雄議員を指名いたします。

────────────・────・────────────

日程第２．審議期間の決定

○議長（市山 繁君） 日程第２、審議期間の決定についてを議題といたします。

９月会議の審議期間につきましては、去る９月４日に議会運営委員会が開催され、協議をされ

ておりますので、議会運営委員長に対し協議結果の報告を求めます。鵜瀬議会運営委員長。

〔議会運営委員長（鵜瀬 和博君） 登壇〕

○議会運営委員長（鵜瀬 和博君） 議会運営委員会の報告をいたします。

平成２４年壱岐市議会定例会９月会議の議事運営について、協議のため、去る９月４日、議会

運営委員会を開催しましたので、その結果について報告いたします。

審議期間の日程案につきましては、各議員のお手元に配付をしておりますが、本日から９月

２８日までの１８日間と申し合わせをいたしました。

本定例会９月会議に提案されます案件は、報告５件、条例の一部改正５件、平成２４年補正予

算６件、平成２３年度決算認定１１件、その他４件の合計３１件となっております。

陳情１件を受理しております。また、意見書採択の依頼が２件あっておりますので、最終日に

議員発議で提出の予定でありますが、文書についてはお手元に配付のとおりであります。

本日は審議期間の決定、議長の報告、市長の行政報告の後、本日送付された議案の上程、説明

を行います。
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９月１２日から９月１７日までを休会としておりますが、一般質問並びに質疑についての通告

をされる方は、９月１３日木曜日の正午までに通告書の提出をお願いします。

９月１８日は議案に対する質疑を行い、質疑終了後、報告案件及び議案第６７号、議案第

６８号を除き、所管の委員会へ審査付託を行いますが、質疑をされる場合はできる限り事前通告

をされるようお願いします。

なお、上程議案のうち、議案第６７号平成２３年度壱岐市病院事業会計、（かたばる病院事業

会計）未処分利益剰余金の処分について、議案第６８号平成２３年度壱岐市水道事業会計未処分

利益剰余金の処分についての２件については、委員会付託を省略し、全員審査をお願いします。

また、平成２４年度壱岐市一般会計補正予算（第４号）及び平成２３年度壱岐市一般会計歳入

歳出決算認定につきましては、議長を除く議員全員で構成する特別委員会を設置して審査すべき

ということを確認しましたのでよろしくお願いします。

９月１９日、２０日の２日間で一般質問を行います。質問の順序は、受付順のくじにより番号

の若い順とし、質問時間については答弁を含め５０分の制限とします。また、質問回数について

は制限をしないこととします。同一趣旨の質問につきましては、質問者間でぜひ調整をお願いし

ます。また、通告書についても、市長の適切な答弁を求める意味からも、質問の趣旨を明快に記

載されるようあえてお願いします。

９月２１日、各常任委員会、９月２４日、予算特別委員会、９月２６日、決算特別委員会の開

催日としております。

９月２８日、本会議を開催し、各委員長の報告を受けた後、議案等の審議、採決を行い、全日

程を終了したいと思います。

以上が、平成２４年壱岐市議会定例会９月会議の審議期間の日程案であります。円滑な運営に

御協力を賜りますようお願いを申し上げ、報告といたします。

〔議会運営委員長（鵜瀬 和博君） 降壇〕

○議長（市山 繁君） お諮りいたします。９月会議の審議期間は、議会運営委員長の報告のと

おり、本日から９月２８日までの１８日間といたしたいと思います。御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（市山 繁君） 異議なしと認め、したがって、９月会議の審議期間は、本日から９月

２８日までの１８日間と決定いたしました。

────────────・────・────────────

日程第３．諸般の報告

○議長（市山 繁君） 日程第３、諸般の報告を行います。

諸般の報告を申し上げます、平成２４年壱岐市議会定例会９月会議に提出され、受理した議案



- 12 -

等は３１件、陳情１件であります。

次に、監査委員より例月出納検査の報告書が提出されており、その写しをお手元に配付いたし

ておりますので、御高覧をお願いいたします。

次に、系統議長会であります。

去る８月２３日、対馬市において開催された「長崎県市議会議長会臨時総会」に出席いたしま

した。平成２４年度事務報告に続き、各市から提出の２２議案及び長崎県下１３市共同で、九州

市議会議長会へ提出の２議案「西九州地域の交通網の整備促進について」と「都市財政の充実強

化について」審議がなされ、それぞれ可決・決定がされたところであります。

なお、本市からは、「地域医療における医師確保対策について」の１件を提出したところであ

ります。

次に、８月３１日、本市で開催された「長崎県離島振興市町村議会議長会第２回臨時総会」に

出席いたしました。会務報告及び平成２３年度歳入歳出決算について、原案どおり承認され、そ

の後、須藤一支国博物館長による「日本のふる里・壱岐」と題する講演が行われました。

以上のとおり、系統議長会に関する報告を終わりますが、詳しい資料につきましては事務局に

保管をいたしておりますので、必要な方は御高覧をお願いいたします。

本９月会議において議案等の説明のため、白川市長を初め、教育委員会教育長、代表監査委員

に説明員として出席を要請しておりますので、御了承を願います。

以上で、私からの報告を終わります。

────────────・────・────────────

日程第４．行政報告

○議長（市山 繁君） 次に、日程第４、行政報告を行います。白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） 皆さん、おはようございます。本日ここに、平成２４年壱岐市議会９月

会議にあたり、前会議以降から今日までの市政の重要事項等、また今回、補正予算に計上した主

な内容等について御報告申し上げ、議員皆様の御理解と御協力を賜りたいと存じます。

さて、このたび病気治療のため長期のお休みをいただき、議員皆様、市民皆様には大変、御心

配と御迷惑をおかけいたしましたが、このように元気に公務に復帰いたしました。ここに改めて

おわびを申し上げますとともに、御理解いただきましたことに対し、心から感謝を申し上げます。

今回の手術によりまして、私は健康に対する不安が全くなくなり、今後、本市における山積する

課題、特に病院企業団加入に向けた取り組みに、さらに全力で当たっていく所存であります。

私は今回、現代高度医療技術のすばらしさ、医療のありがたさを痛感いたしますとともに、壱

岐市の医療の充実を急がなければならないという思いをさらに強くしたところでございます。今
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後とも、議員皆様、市民皆様の御理解、御協力を切にお願いを申し上げます。

さて、８月５日大村市で開催された「第３１回長崎県消防ポンプ操法大会」で壱岐市消防団芦

辺地区第１分団がポンプ車の部で、また、石田地区第２分団第３小隊が小型ポンプの部でともに

見事優勝し、ポンプ車の部では、実に県大会９連覇の偉業を達成されました。ここに、改めて選

手並びに団員皆様を初め、御家族、関係者皆様に対し、深甚なる敬意とお祝いを申し上げる次第

であります。

小型ポンプの部で優勝された石田地区第２分団第３小隊は、来る１０月７日に東京都で開催さ

れる「第２３回全国消防操法大会」に出場いたします。同分団におかれましては、全国制覇を目

指し、連日厳しい訓練を積まれており、全国大会での御活躍を心からお祈り申し上げます。

次に、８月１８日から２０日にかけて、西海市で開催された第４１回長崎県少年軟式野球選手

権大会において、本市八幡少年野球クラブが見事優勝し、来る１１月２３日に佐賀県で開催され

る第１０回九州学童軟式野球大会への出場を決められました。今後の活躍を大いに期待するもの

であります。

また、８月２７日から３０日にかけて、東京都八丈町で開催された第５回全国離島交流中学生

野球大会では、全国の離島から参加した２１チームが熱戦を展開し、本市選抜チームは、２回戦

で大会準優勝の沖縄県久米島チームと対戦し、１対２で惜敗いたしましたが、選手皆様の御健闘

を心からたたえるものであります。

なお、本大会において、次期、平成２５年第６回大会の開催地が壱岐市に決定をいたしました。

改正離島振興法が新たに公布される記念すべき初年度の大会であり、その大会を壱岐市で開催で

きますことを大変意義深く感じております。全国の離島から多くのチームに御参加いただけるよ

う、おもてなしの心を持って、万全の準備を行ってまいります。

それでは、前定例会以降、今日までの市政の重要事項等について御報告申し上げ、議員皆様の

御理解と御協力を賜りたいと存じます。

まず、交流人口の拡大についてでございますが、本市における観光客数を推計する上で、最も

参考となる九州郵船とオリエンタルエアブリッジの本年４月から７月までの乗降客数累計は

２５万３,９３０人、対前年比１０４.６％と、昨年と比べ増加しております。この要因といたし

ましては、昨年から続いておりました東日本大震災による出控え、観光の自粛ムードの解消と、

本年４月からの航路運賃の低廉化、情報発信の成果等によるものと考えております。

一支国博物館の入館者数につきましては、８月２５日に３０万人に達し、本年度は年間目標入

館者数１０万人に対し、４月から８月までの５カ月間の入館者数が５万人を超えており、順調に

推移しているところでございます。

また、壱岐市福岡事務所につきましては、本年８月に来所者数が１万人を超え、事務所前の観
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光パンフレットや映像の放映を含め、壱岐市の宣伝効果が非常に大きいものがあると認識してお

ります。加えて、福岡都市圏のマスコミを活用した情報発信、誘客活動の強化として、ラジオ放

送局の長崎フェスタへの参加、テレビ局旅番組の招致や関係・関連番組出演などに取り組んでま

いりました。今後も、あらゆる機会を利用し、一支国博物館を核とした壱岐の貴重な観光資源で

ある「食」「歴史・文化」「自然景観」をテーマにしたＰＲを積極的に行ってまいります。

また、長崎県が進める島への誘客、島での消費促進を図るための「しま共通地域通貨事業」の

基本的な制度設計作成に参画してまいりました。今後、９月下旬に通貨の発行主体を決定した後、

現段階では、この発行主体としては県自身がなる見込みでございますけれども、平成２５年４月

発売に向け、本格的に事業実施を進めてまいります。

さらに、観光基盤づくりの整備と充実、誘致戦略の強化として、観光客にわかりやすい案内標

識の整備や公衆トイレの整備を行うための調査業務事業を緊急雇用創出基金事業を活用し、行う

こととしております。また、今後、増加傾向にある外国人観光客の誘致展開を図るため、外国人

対応の施設整備を図る宿泊施設に対し、支援を行ってまいります。

また、壱岐市観光協会を初めとする観光振興組織の再構築について、まずは情報発信窓口の一

本化を図るため、専門知識やマンパワーを集結させるべく、イベント振興会事務局を含め、事務

所を市役所本庁舎別館へ移転中であり、本年９月末にはワンフロアー化が実現する予定でありま

す。今後も、自立した組織運営を目的とした観光まちづくり組織の構築に向け、協議、支援を行

ってまいります。

このように、本年３月に策定した壱岐市観光振興計画の実現に向けた実行計画の展開を図って

いくため、今回所要な予算を計上しておりますので、御審議賜りますようお願いいたします。

次に、国民宿舎壱岐島荘につきましては、昨年７月末より業務を一時休業しておりましたが、

改修工事が本年９月末に完成予定であり、開館準備作業を行った後の１１月１日よりリニューア

ルオープンをいたします。利用申し込みにつきましては、９月１日から既に受け付けております

が、改修工事により、耐震化はもとよりエレベーター設置や入浴場の増設など、諸設備の整備を

行っております。これら、設備維持やリニューアル化に伴い、利用料の改定を行うため、今回、

条例の一部改正を提案しておりますので、御審議賜りますようお願いいたします。

次に、各種イベント等について申し上げます。この夏も、郷ノ浦祇園山笠、海の日イベント夏

☆夢☆祭、辰ノ島フェスティバル、壱岐大大神楽公演、壱岐の島夜空の祭典、ツインズビーチフ

ェスティバルなど、民間パワーで開催され、それぞれ多くの観客でにぎわいを見せたところであ

ります。今後も、こうしたイベントについて関係団体等と協力し、地域活性化につなげてまいり

ます。

また、今年の夏はテレビ番組の壱岐市での収録が相次いで行われました。７月２８日から
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２９日にかけて、本市で開催された「もてもてナインティナイン・お見合い大作戦」は、８月

２１日、２８日の２週にわたり全国放送され、壱岐のすばらしい自然や食の紹介など、あらゆる

面で非常に収穫の多いものであったと考えております。

また、今回の番組を契機に婚活事業を積極的に推進するため、その一環として、年代ごとに内

容を変えた男女の交流イベント、「イキイキお結び大作戦！」を年複数回実施することといたし

ました。この婚活の機運の高まりを逃すことなく取り組んでまいりますので、独身男女皆様の積

極的な御参加をお願いいたしますとともに、市民皆様の御協力をお願い申し上げます。

このほか、九州朝日放送「笑顔まんてん タビ好キ」のロケが壱岐市で行われ、歌手の前川清

さんが壱岐の魅力を満喫される様子が８月１９日、２６日の２週にわたり放送されました。さら

に、ＴＶＱ九州放送「きらり九州めぐり逢い」のロケで俳優の野村将希さんが来島され、９月

２２日に放送予定となっております。

こうしたテレビによる宣伝、ＰＲ効果は非常に大きいものがあります。今後も、各種番組の収

録、またドラマや映画などにおいて、壱岐市を取り上げていただけるよう働きかけを積極的に展

開してまいります。

次に、市民・福祉について申し上げます。

まず、介護保険施設等の整備についてでございますが、本年３月に策定した高齢者福祉計画・

第５期介護保険事業計画に基づき、グループホーム１ユニット、９人と、特別養護老人ホーム

６０床を公募にて整備することといたしております。

グループホームにつきましては、本年７月末で公募期間が終了し、１事業者から応募がござい

ました。９月中に介護施設等事業者選定委員会を開催し、事業者を決定することといたしており

ます。

特別養護老人ホームにつきましては、中学校跡地利活用検討委員会での協議を踏まえ、箱崎中

学校グラウンド跡地の一部を建設予定場所として、本年１０月から２カ月間の公募後、１２月に

事業者を選定する計画で進めております。両施設の整備について、今回所要な予算を計上してお

りますので、御審議賜りますようお願いいたします。

次に、産業の振興について申し上げます。

まず、農業の振興についてでございますが、今年は平年より５日おくれで梅雨明けとなりまし

たが、本年産の葉たばこは目標とする１０アール当たりの収量２５０キログラムに対し、昨年よ

り３４キログラム多い２３５キログラムの収量見込みとなっており、１０月１日から開設される

葉たばこ収納の成績に期待をしております。

水稲につきましては、これまでの早期水稲米のコシヒカリにかわり、本年度から「つや姫」が

８７ヘクタール作付され、８月３１日に初出荷セレモニーが行われました。「つや姫」の作付に
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よりまして、今後、壱岐市水稲全体の品質、収量の向上を図り、高値で取引されることを期待し

ております。

普通期水稲につきましては、台風１５号の強風により穂ずれ等に伴う品質低下が発生し、

７.５％の減収になる見込みと伺っております。

さて、来る１０月２５日から２８日にかけて、佐世保市ハウステンボスをメイン会場に開催さ

れる「第１０回全国和牛能力共進会長崎県大会」が近づいてまいりました。本市から種牛の部

５頭、肉牛の部１頭が長崎県代表牛に選考されております。出品者の方々には大変な御苦労をお

かけいたしますが、壱岐牛の名声を高めるための重要な大会であり、市といたしましても関係機

関と連携を図り、全力で支援してまいりますので、今後とも御尽力賜りますようお願い申し上げ

ます。

また、８月子牛市においては、価格が４２万４,０００円と前回市より１％下回り、牛肉輸入

規制緩和の影響も不明でございまして、今後の価格動向を心配しております。

こうした中、「平茂晴」の後継牛として期待される「安茂晴」「糸晴茂」の産子が初めて競り

に登場し、まずまずの価格で取引されております。高齢化・後継者不足等により、繁殖牛の飼養

頭数が減少しておりますので、産地維持のためにも、今後も繁殖基盤の強化に努めてまいります。

平成２３年度より本格実施となりました農業者戸別所得補償制度については、交付対象が水田

活用で２,１０２件、１,９８５ヘクタール、畑作で８４件、１８ヘクタールとなっております。

県内離島地域の農林水産業を初めとした地場産業の競争力低下の要因となっている輸送コスト

について、離島の経済的負担の解消、軽減を図るため、海上輸送運賃の２分の１の補助を行うべ

く、今回所要の予算を計上しておりますので、御審議賜りますようお願いいたします。

有害鳥獣対策のうち、イノシシについては、石田町池田東触に設置していた監視カメラで、初

めて個体が確認され、現在捕獲おり・センサーカメラを設置し、早期捕獲にあたっております。

初期撲滅のため、今回所要予算を計上いたしておりますので、御審議賜りますようお願いいたし

ます。

また、市内全戸にチラシを配布し、市民皆様に情報の提供をお願いしておりますので、情報等

ありましたら速やかに本市農林課、壱岐市農協生産振興課へ御連絡いただきますようお願いいた

します。

次に、水産業の振興でございますけれども、本年４月から８月までの本市における漁獲高及び

漁獲量は、前年と比較しますと、漁獲高が１６.４％減の約１１億５,４００万円、漁獲量が

１９.３％減の１,２３５トンとなっており、漁家及び漁協経営に大変厳しい状況が続いておりま

す。

このような状況を踏まえ、本市といたしましても水産業の振興を図るため、水産物の輸送コス
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トの離島であるがゆえの経済的負担の解消・軽減を図るため、海上輸送運賃の補助等を今回所要

の予算を計上いたしておりますので、御審議賜りますようお願いいたします。

また、全国初の認定漁業者制度並びに漁業後継者対策制度がスタートし、１年が経過いたしま

したが、現在１０９名の漁業者を認定し、漁業後継者も現在６名が研修されており、今後も積極

的に活用いただくことを期待しております。

商工業の振興につきましては、市内の商業を取り巻く状況は、少子高齢化に伴う人口の減少や

通信販売の増加など、ニーズの変化によりまして島内購買力が低下しており、一段と厳しい状況

となっております。このことから、商工業者はもとより、中小企業者の事業の活性化と負担の軽

減及び経営の安定を図るため、振興資金融資制度とあわせ、融資を受ける際の信用保証料に対す

る助成を行うため、今回所要の予算を計上しておりますので、御審議賜りますようお願いいたし

ます。

次に、教育について申し上げますが、「長崎がんばらんば国体２０１４」について、平成

２６年第６９回国民体育大会「長崎がんばらんば国体」については、ソフトボール競技と自転車

競技２競技の本市開催に向けた諸準備を鋭意進めております。まず、施設整備や事務事業等、大

会運営を円滑に総合的に推進するため、市役所内の推進会議を立ち上げ、職員一丸となって取り

組んでいるところであります。

また、本大会は、全国から多くの選手・大会関係者そして観覧者が訪れ、壱岐市を全国にア

ピールする絶好の機会でもあります。このため、市民皆様の国体開催の機運を高めるとともに、

来島される皆様が気持ちよく壱岐市を楽しんでいただくため、現在たくさんの国体推奨花、サル

ビア、ベゴニア、メランポジウムでございますけれども、競技会場や沿道に配置する「花いっぱ

い運動」を展開しております。各種団体等において、プランターで育てていただいた花をリハー

サル大会の平成２５年度、大会本番の平成２６年度に各競技会場等に設置することといたしてお

り、既に、苗やプランター等の配布を完了し、多くの団体等に御協力をいただいております。

今後も、大会の成功に向け、取り組んでまいりますので、市民皆様の御協力をよろしくお願い

申し上げます。

次に、病院事業について申し上げます。

病院改革につきましては、長崎県病院企業団加入について、県医療政策課、病院企業団の御指

導を受けながら、県から示された諸課題の解決に向けて鋭意進めているところでございます。

７月９日には、米倉企業長ほか３名の企業団職員が来島され、市民病院の現状と壱岐市の医療

状況を御確認いただきました。

壱岐医師会とは、７月１７日に企業団加入について、先生方へ説明会を開催し御意見をいただ

いたところであります。
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特に、壱岐医療圏の救急医療を継続するため、医療体制を今後どのように構築すべきか、市民

病院に求める初期救急の処置と対応のシステムづくり、医師派遣体制について、市民病院、民間

病院においても、従来からつながりの深い福岡の大学病院と今後も引き続き良好な関係を維持し

ながら、医療体制の構築が必要など、貴重な御意見を賜りました。今後も市民病院と壱岐医師会

と連携強化を図るため引き続き協議を行い、９月中には再度、意見交換会を開催し、企業団加入

について御理解をいただくようにしております。

関係大学からの派遣医師の継続につきましては、８月２０日から２２日にかけて、福岡大学病

院３医局、久留米大学病院４医局、長崎医療センター院長・副院長、９月５日には、九州大学病

院院長、５医局の教授、医局長とそれぞれ山下副市長が面談し、壱岐市が病院企業団へ加入する

方向で進めていることを改めて説明し、今後も医師派遣の継続をお願いいたしました。関係医局

長からは、大学も医師不足は深刻化しており厳しい状況にあるが、できるかぎり継続して派遣す

る旨の返事をいただいたところでございます。

なお、正式な加入協議につきましては、知事・企業長に対して要望書の提出をもって公式な加

入協議が始まることとなります。要望書の提出については、既に、市議会から要望書をいただい

ておりますので、壱岐医師会の同意を得た後に、市、議会、医師会の総意の上で早期に提出した

いと思っております。

今後も、諸課題の整理に全力を傾注し、壱岐市の医療を守るため、強い決意を持って病院企業

団加入に取り組んでまいりますので、議員各位、市民皆様の御理解、御協力をお願い申し上げま

す。

次に、防災、消防・救急、防犯について申し上げます。

９月９日に発生した集中豪雨は、勝本地区の雨量が多く、１時間雨量最大で約９０ミリ、これ

は１０時３０分から１１時３０分間の１時間でございます。降り始めからの総雨量は２４７ミリ

を記録し、現段階で建物被害２件、道路法面の崩壊５件、林地災害１件、道路冠水３件、農地災

害１０カ所等、被害が発生いたしております。幸いにも人的被害はございませんでしたが、今後

さらに、道路や農地等の被害が確認されるものと考えております。今後も、災害対策には万全を

期してまいります。

去る８月１５日、長野県諏訪市において、諏訪市とそれぞれ姉妹都市の関係にある静岡県伊東

市、神奈川県秦野市そして壱岐市の４市で、「災害時における相互応援に関する協定書」の締結

を行いました。本協定は、災害対策基本法に規定する災害が発生した場合における応急対策、復

旧対策等について、相互の応援態勢を定めたもので、本協定の締結によりまして、豪雨等災害発

生時には、市民皆様への安全確保等がさらに図られるものであり、非常に意義深く感じておりま

す。また、これを契機に、諏訪市姉妹都市のきずながさらに深まり、それぞれの交流がさらに活
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発になると期待をしておるところでございます。

次に、来る１１月１７日に長崎県原子力防災訓練が実施されます。これまでは、玄海原子力発

電所から１０キロ圏内、いわゆるＥＰＺ圏内にある松浦市で実施されておりましたけれども、本

年度からＵＰＺ、３０キロ圏内が避難対象区域となることから、壱岐市も本訓練に参加すること

としております。訓練項目は、情報収集伝達訓練、災害対策本部の設置、運営訓練、緊急時モニ

タリング訓練、緊急被曝医療訓練、住民避難・誘導並びに広報訓練、航空機による人員搬送及び

情報収集訓練が実施される予定となっております。なお、訓練内容の詳細は、現在長崎県におい

て計画中でありまして、今後詳細が固まり次第、市民皆様、関係機関等への御協力をお願いする

ことといたしております。

本年７月１１日から１４日にかけて、九州北部地方で発生した「平成２４年７月九州北部豪

雨」で甚大な被害が発生した福岡県、熊本県、大分県の被災地に対する災害義援金の受付を、本

年８月１日から３１日までの１カ月間行いました。義援金の額は２２万９,９８０円で、被災

３県の日本赤十字社へ送金いたしております。市民皆様の御協力に感謝申し上げます。

また、今夏も全国的に猛暑となり、壱岐市内では８月末までに１３名の熱中症の患者を搬送し

ております。朝夕だいぶ涼しくなってまいりましたが、まだ、残暑厳しい状況が予想されますの

で、市民皆様には、水分補給等体調管理に御留意されますようお願いいたします。

次に、防犯についてでございますが、さきの市議会定例会６月会議において、「壱岐市暴力団

排除条例」の議決をいただき、６月２０日に公布を行いました。その後、本市の各種契約におい

て、壱岐警察署と緊密な連携を図るため、７月２６日に「壱岐市の契約等における暴力団等の排

除措置に関する協定」の締結を行ったところであります。今後も、行政活動への暴力団の介入を

防止し、暴力団のいない安全・安心な壱岐市の実現に向けて努力してまいります。

次に、議案関係について御説明をいたします。

まず、補正予算についてでございますが、本議会に提出しております補正予算の概要は、一般

会計補正総額３億１,４７４万７,０００円、各特別会計の補正総額１億９９１万７,０００円と

なり、本定例会に提出いたしました一般会計、各特別会計の補正額の合計は４億２,４６６万

４,０００円となります。なお、現計予算と合算した本年度の一般会計予算は２０７億４,７７５万

６,０００円、特別会計につきましては１０１億４,４７３万９,０００円となります。

本日提出いたしました案件の概要は、平成２３年度各出資法人の経営状況等に係る報告４件と

平成２３年度財政健全化判断比率等の報告１件、各企業会計における未処分利益剰余金の処分に

係る案件２件、条例の一部改正に係る案件５件、指定管理者の指定案件１件、辺地総合計画策定

１件、予算案件６件、平成２３年度各会計決算認定１１件であります。

案件の詳細については、担当部長、課長等から説明をさせていただきますので御了承お願いい
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たします。何とぞ、十分な御審議をいただき、適正なる御判断を賜りますようお願い申し上げま

す。

以上をもちまして、前定例会以降、市政の重要事項等につきまして申し上げましたが、今後も、

さまざまな行政課題や緊急に対応しなければならない問題等に対し、果敢に取り組んでまいる所

存でありますので、議員各位並びに市民皆様の御理解と御支援を賜りますよう、よろしくお願い

を申し上げまして、行政報告とさせていただきます。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（市山 繁君） これで、行政報告を終わります。

────────────・────・────────────

日程第５．報告第１０号～日程第３５．認定第１１号

○議長（市山 繁君） 次に、日程第５、報告第１０号平成２３年度財団法人壱岐栽培漁業振興

公社に係る経営状況の報告についてから日程第３５、認定第１１号平成２３年度壱岐市水道事業

会計決算認定についてまで３１件を議題といたします。

ただいま上程いたしました議案について提案理由の説明を求めます。白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） 本日、提出いたしましております案件につきましては、担当部長等に説

明させますのでよろしくお願い申し上げます。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（市山 繁君） 後藤農林水産部長。

〔農林水産部長（後藤 満雄君） 登壇〕

○農林水産部長（後藤 満雄君） それでは、報告第１０号平成２３年度財団法人壱岐栽培漁業振

興公社に係る経営状況の報告について御説明を申し上げます。

平成２３年度財団法人壱岐栽培漁業振興公社に係る経営状況について、地方自治法第２４３条

の３第２項の規定により別紙のとおり報告する。本日の提出でございます。

２ページ、３ページをお開きを願います。

２ページにつきましては、役員名簿並びに評議員の名簿を掲載をいたしております。

３ページをお願いいたします。この財団法人壱岐栽培漁業振興公社につきましては、平成

１１年から１５年度までの５カ年間にわたりまして、壱岐地域の沿岸において沿岸性魚種の種苗

の放流によりまして安定的な漁業収入を確保するというような目的のため、長崎県が５年間で

５億円、それから旧町の４町と漁協で５億円、合計１０億円の基金を積み上げまして、その果実、

当時の予定といたしましては４％の果実でもって年間４,０００万円の果実が出てきますので、

これでもちまして種苗の放流の財源とするという目的でございましたが、平成１４年に途中で経
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済状況の異変がありまして、長崎県の出資団体のあり方検討委員会によりまして基金の中断がな

され、現在長崎県が４億円、それから旧の４町と５漁協で４億円、合計の８億円の基金が存在す

るものでございます。それで、不足しますあと２億円につきましては、長崎県の基金支援事業と

いう別の事業をお願いをいたしまして、現在事業の推進に当たっておるところでございます。

それで、現在８億円の資金を持っておるわけですが、これの果実といたしまして、現在金利が

下がっておりまして０.３％、２４０万円で中段に今書いておりますが２４０万円、それから先

ほど申し上げました基金支援事業によりまして２億円の０.３％、６０万円、合計３００万円で

もって栽培漁業推進協議会のほうに支援をいたし、種苗の放流に充てておるところでございます。

次に、６ページ、７ページをお開きを願います。

６ページにつきましては、貸借対照表でございます。これで資金の部でございますが、上の流

動資産の部で３７万４,５５１円、固定資産の部が基本財産が１億円と運用財産が７億円、合計

の８億３７万４,５５１円でございます。右に７ページにつきましては、貸借対照表のその内訳

を記載をいたしております。

次に、８ページ、９ページをお開きを願います。

８ページにつきましては、正味財産の増減計算書でございます。一番下段をご覧いただければ

と思いますが、当年度の残高で８億３７万４,５５１円、前年度末では８億４１万２,６８４円、

本年度３万８,１３３円の減となっております。

９ページをお開きを願います。正味財産増減計算書のその内訳表でございます。先ほど申し上

げました一般正味財産の経常収支の内訳でございますが、先ほどの基本財産の利息としまして

３０万８２１円でございます。これは本来３０万円でございますが、本年は２月が２９日ありま

したために、１日分の利息が８２１円、３０万円予定よりも８２１円増加をいたしておるところ

でございます。

それから、特定資産の受取利息といたしまして、２１０万５,７５０円でございます。本来は

７億円に対する０.３％で２１０万円でございますが、先ほど申し上げましたように、これにつ

きましても２月が１日多うございますので５,７５０円予定よりも増加をいたしておるところで

ございます。

それから、先ほど申し上げました基金の支援の補助金でございますが、上の３０万円が、長崎

県より２億円のうちの１億円分に対する０.３％の３０万円でございます。

それから、下の④のところでございますが、地元負担金の３０万円につきましては、壱岐市と

５つの漁協によりまして３０万円、それから利息としまして１２６円、経常収支の合計といたし

まして３００万６,６９７円でございます。

それから、一方経常費用といたしましては、種苗の放流に対しまして先ほど申し上げましたよ



- 22 -

うに３００万円、それから旅費交通費としまして４万３,４３０円、それから雑費、これは当期

の費用でございますが１,４００円、費用の合計といたしまして３０４万４,８３０円でございま

す。それで、当期の経常増減額といたしましてはマイナスの３万８,１３３円でございます。

それから、期首の残高といたしましては４１万２,６８４円ありましたので、先ほどの３万

８,１３３円引きますと３７万４,５５１円となりまして、正味財産の部といたしましては、先ほ

どの８億円とその３７万４,５５１円の合計で８億３７万４,５５１円となっております。

次、１０ページ、１１ページをお開き願います。

１０ページにつきましては、附属明細書といたしまして基本財産の部と特定財産の部の１億円、

７億円の部を掲載いたしております。

それから、１１ページにつきましては、その預け入れ先をそれぞれ掲載をいたしておりますの

で御一読を願います。

以上で報告第１０号につきましての説明を終わらせていただきます。よろしくお願い申し上げ

ます。

〔農林水産部長（後藤 満雄君） 降壇〕

○議長（市山 繁君） 眞鍋総務部長。

〔総務部長（眞鍋 陽晃君） 登壇〕

○総務部長（眞鍋 陽晃君） 皆さん、おはようございます。

それでは、報告第１１号平成２３年度壱岐空港ターミナルビル株式会社に係る経営状況の報告

について御説明いたします。

地方自治法第２４３条の３第２項の規定により別紙のとおり報告いたします。本日の提出でご

ざいます。

壱岐空港ターミナルビル株式会社の経営状況の報告につきましては、地方自治法施行令第

１５２条第１項第３号に規定する一般社団法人及び一般財団法人株式会社へ予算の執行の適正化

等を図る観点から、公金をもって資本金等の４分の１以上２分の１未満を出資している法人等に

ついても市長の調査等の対象となるとなったところでございます。

さきの定例審議会２月会議において壱岐市長の調査等の対象となる法人を定める条例制定を

３月１６日に可決をいただき、同日公布施行されたところであり、今回が初めての御報告でござ

います。

報告書の２ページ目をお開きください。２ページ目は庶務報告でございます。

次に、３ページ目でございますが、（３）の株式でございますが資本金１,０００万円、２万

株で、そのうち４６０万円、９,２００株が市の出資でございまして、出資比率は４６％となっ

ております。
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４ページ目をお開きください。４ページ目は貸借対照表で、資産の部は、流動資産合計

３６２万４,２９４円、固定資産合計１,１０１万５８９円で資産合計１,４６３万４,８８３円、

負債の部は負債合計５６万２,９１０円で、その内訳につきましては、８ページの主要勘定残高

明細書の（４）未払金及び（５）預り金でございます。資産の部は、株主資本合計１,４０７万

１,９７３円で、負債・純資産合計は１,４６３万４,８８３円でございます。

５ページをお開きください。５ページは損益計算書ですが、売上総利益は１３８万円、販売費

及び一般管理費１７９万４,２３６円で、営業利益はマイナス４１万４,２３６円となっておりま

す。その内容につきましては、１０ページの営業損益内訳書に記載をしておりますのでご覧いた

だきたいと思います。

営業外収益は、長崎県空港活性化推進協議会補助金９万２,９００円と預金利息４６５円の合

計９万３,３６５円で、当期純利益はマイナス３２万８７１円となっております。

次に６ページ目をお開きください。６ページ目は、株主資本等変動計算書でございます。純資

産合計の前期末残高１,４３９万３,０００円、当期純利益マイナス３２万１,０００円で、当期

変動額合計もマイナスの３２万１,０００円であります。当期末残高１,４０７万２,０００円と

なっております。

７ページは個別注記表、８ページは主要勘定残高明細書、９ページは固定資産明細表、

１０ページは営業損益内訳書、１１ページは監査報告書でございます。

以上で、報告第１１号平成２３年度壱岐空港ターミナルビル株式会社に係る経営状況の報告に

ついて終わらせていただきます。ありがとうございました。よろしくお願いします。

〔総務部長（眞鍋 陽晃君） 降壇〕

○議長（市山 繁君） 堀江企画振興部長。

〔企画振興部長（堀江 敬治君） 登壇〕

○企画振興部長（堀江 敬治君） 報告第１２号平成２３年度株式会社壱岐カントリー倶楽部に係

る経営状況につきまして、地方自治法第２４３条の３第２項の規定により別紙のとおり報告いた

します。本日の提出でございます。

平成２３年度株式会社壱岐カントリー倶楽部に係る経営状況につきましては、平成２４年６月

２９日の第２９回定時株主総会で報告を受けたところであります。

内容につきましては、第２９期営業報告書を添付いたしております。

１ページをお開き願います。営業部門でございますが、厳しい経済情勢の中、地元企業の協賛

大会や各愛好会との情報の共有、島外料金の撤廃、九州郵船とのパック契約など来場しやすい環

境づくりに努められております。

２ページをお開き願います。まず、利用者数でございますが、８,７９１人で前年と比較しま
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すと６８９人、８.５％の増となっております。

６ページをお開き願います。利用売り上げでございますが４,６０５万２１９円で、前年と比

較しますと３４２万６,３９６円、８％の増となっております。レストラン売り上げにつきまし

ては、４１５万９,６６５円で９６万４,６７２円の減、用品売り上げにつきましては、４０万

２,０１７円で６,９５８円の増となっております。

７ページをお開き願います。管理部門でございますが、３番、４番ホールの排水路陥没の復旧

工事及び全コースのバンカー補修工事が実施されております。

８ページをお開き願います。株式数、資本金及び株主総数に変動はございません。会員の状況

及び従業員構成につきましては、ご覧のとおりでございます。

続きまして９ページをお開き願います。貸借対照表でございますが、資産の部で、流動資産が

１,５４９万８,３５２円、固定資産が４,９９５万８,９４７円、以上、資産の部の合計が

６,５４５万７,２９９円でございます。

１０ページをお開き願います。負債の部でございますが、流動負債が３１１万９,９６４円、

固定負債５６６万１,３７９円、以上、負債の部の合計が８７８万１,３４３円。純資産の部でご

ざいますが、株主資本といたしまして５,６６７万５,９５６円、純資産の部の合計は同額でござ

います。負債及び純資産の部の合計は６,５４５万７,２９９円でございます。

続きまして１１ページをお開き願います。損益計算書でございます。売上高が４,８７８万

９２０円、売上原価といたしまして３４９万４,７２１円、売上総利益といたしまして４,５２８万

６,１９９円でございます。

販売費及び一般管理費でございますが、６,２０６万９,３２５円となっておりまして、この詳

細につきましては１２ページに掲載されております。

営業損失金といたしまして１,６７８万３,１２６円となっております。また、営業外収益が

６９０万２,０５２円、営業外費用が４万９,５８５円となっておりまして、平成２３年度の経常

損失金が９９３万６５９円となっております。

以上のように大きな赤字決算とはなっておりますが、これは９ページにありますように、民事

再生に係る費用１,０２０万円を前年度に預け金として流動資産に計上いたしておりましたもの

を今年度において、１２ページにあります販売費及び一般管理費の雑費として会計処理をしたた

めでございまして、実質的には経営上問題はないところであります。

１３ページに監査報告書、また１４ページ以降に参考資料といたしまして主要勘定残高明細表、

売上高内訳明細書、固定資産明細書を添付いたしておりますので御一読いただきたいと思ってお

ります。

これからもより一層の健全経営を進めるよう努力を促してまいりたいと思っております。以上
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で報告を終わります。

続きまして、報告第１３号平成２３年度財団法人壱岐市開発公社事業会計収支決算の報告につ

いて、地方自治法第２４３条の３第２項の規定により別紙のとおり報告いたします。本日の提出

でございます。

財団法人壱岐市開発公社は、壱岐市より国民宿舎壱岐島荘の指定管理並びにサンドーム屋外競

技場及び周辺管理業務を委託しております。

４ページをお開き願います。国民宿舎壱岐島荘の利用状況でございますが、昨年は、東日本大

震災の影響や高速道路割引料金の廃止等によりまして、４月から５月の入り込み者数が減少いた

しております。このような中、壱岐島荘の４月から７月までの４カ月の営業状況は、改修工事前

という影響もありまして宿泊者数は減少いたしております。実数は２,３２０人で、前年対比及

び計画目標対比ともに８６.８％でございます。休憩者数におきましては３,１５３人で、前年対

比８８.５％、計画目標対比８０.４％ということでありました。

次に、５ページをお開き願います。収支決算書でございます。

収入の部で、営業収入が２,６５０万６,７７５円、営業外収入が３２４万８８４円、管理委託

料が１,６２１万７,３２９円で、収入合計が４,５９６万４,９８８円でございます。

支出の部でございますが、公社総務費１４万９,０９２円、公社事業営業費４,３８０万

６,３１３円、営業外費２００万９,５８３円で、支出合計が４,５９６万４,９８８円となってお

ります。

収益費用明細書につきましては６ページ、７ページに掲載をいたしております。収益明細書の

中で指定管理料１,４４１万７,３２９円につきましては、２３年度改修工事に伴いまして８月か

ら３月までの休業補償費として、壱岐市から費用弁償をいたしております。

次に、８ページに損益計算書、９ページに貸借対照表を掲載いたしております。

収支状況としましては営業利益１,７２９万９,０００円の赤字、経常利益８０万７,０００円

の赤字、当期純損失金が７万１,０００円となっております。

当期未処分剰余金につきましては１０ページに掲載しておりますが、大変申しわけございませ

んが、２行目の剰余金の最後の文字が印刷ミスで薄くなっておると思います。大変おわびを申し

上げまして、恐れ入りますが、金という文字を記入していただければ幸いに思います。前年度繰

越剰余金１１万５３３円を加えた当期未処分剰余金３万９,５３３円を次期繰越剰余金にいたし

ております。

以上で報告を終わります。

〔企画振興部長（堀江 敬治君） 降壇〕

○議長（市山 繁君） 西原財政課長。
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〔財政課長（西原 辰也君） 登壇〕

○財政課長（西原 辰也君） 報告第１４号平成２３年度壱岐市財政健全化判断比率及び資金不足

比率の報告について御説明申し上げます。

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第２２条第１項の規定により、平

成２３年度壱岐市財政健全化判断比率及び資金不足比率を監査委員の意見を付して報告をいたし

ます。本日の提出でございます。

次のページをお開き願います。法第３条第１項による健全化判断比率の状況でございます。

実質赤字比率、連結実質赤字比率については赤字決算をいたしておりませんので、指数の比率

は発生いたしておりません。

次に、実質公債比率９.６％、将来負担比率が４５.３％で、いずれの比率も中段の早期健全化

基準及び財政再生基準の制限基準比率を下回っております。

なお、指標となる標準財政規模の額を中段左に記載をいたしております。

なお、実質公債比率が前年度の比率を下回った要因といたしまして、前年度に地方債の繰り上

げ償還を行ったことに伴う当該年度の元利償還金の減によるものでございます。

次に、法第２２条第１項の規定による資金不足比率の状況でございます。

下の欄に記載の公営企業等会計の簡易水道事業特別会計、下水道事業特別会計、三島航路事業

特別会計、水道事業会計、病院事業会計の５事業会計におきまして、資金不足が生じた公営企業

と会計がありませんので、比率としては生じておりません。

なお、健全化判断比率等の概要について、資料４の１ページ、２ページに添付をいたしており

ますので御参照願います。

以上で、平成２３年度壱岐市財政健全化判断比率及び資金不足比率の報告について説明を終わ

ります。

〔財政課長（西原 辰也君） 降壇〕

○議長（市山 繁君） ここで暫時休憩をいたします。再開を１１時１０分といたします。

午前11時00分休憩

………………………………………………………………………………

午前11時10分再開

○議長（市山 繁君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

議案説明を続けます。左野病院部長。

〔病院部長（左野 健治君） 登壇〕

○病院部長（左野 健治君） 議案第６７号平成２３年度壱岐市病院事業会計（かたばる病院事業

会計）未処分利益剰余金の処分について御説明いたします。
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平成２３年度壱岐市病院事業会計（かたばる病院事業会計）未処分利益剰余金１億２,７８７万

３,８４０円のうち１２０万円を利益積立金に積立て、残余を繰り越すことについて、地方公営

企業法第３２条第２項の規定に基づき、議会の議決を求めます。本日の提出でございます。

これは、地域自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関す

る法律第１次一括法による地方公営企業法の一部改正により、地方公営企業の経営の自由度を高

める等の観点から、公営企業における資本制度等が見直され、平成２４年４月１日から利益剰余

金についての法定積立金の積み立て義務が廃止され、利益の処分は地方公営企業が経営判断に基

づいて条例の定めるところにより、または議会の議決を経て対応することに改正されたことによ

るものでございます。現在、本市では条例制定をいたしておりませんので、議会の議決を受ける

ものでございます。

議案関係資料のほうをご覧いただきたいと思います。議案第６７号議案説明をお開き願いたい

と思います。

平成２３年度の未処分利益剰余金の処分について、前年度繰越利益剰余金１億４６９万

５,１０２円に当年度の２,３１７万８,７３８円を合わせた当年度未処分利益剰余金の１億

２,７８７万３,８４０円のうち、１２０万円を利益積立金に積み立て、残余を利益剰余金として

繰り越すものでございます。

次のページをお開きください。２３年度のかたばる病院事業剰余金計算書でございます。

次のページをお開き願いたいと思います。平成２３年度かたばる病院事業剰余金処分計算書で

ございます。

以上で説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。

〔病院部長（左野 健治君） 降壇〕

○議長（市山 繁君） 原田建設部長。

〔建設部長（原田憲一郎君） 登壇〕

○建設部長（原田憲一郎君） 議案第６８号について御説明いたします。

平成２３年度壱岐市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について、平成２３年度壱岐市水道

事業会計決算に伴う未処分利益剰余金２,７８７万８,２２５円を減債積立金に積み立てることに

ついて、地方公営企業法第３２条第２項の規定に基づき、議会の議決を求めるものでございます。

本日の提出でございます。

お手元の資料をご覧ください。平成２３年度の未処分利益剰余金の処分につきまして、前年度

繰越利益剰余金１１１万７,４６３円に当年度純利益２,６７６万７６２円を合わせました、当年

度未処分利益剰余金２,７８７万８,２２５円を全額減債積立金に積み立てるものです。２ページ

から３ページには、剰余金計算書を記載しております。４ページには、剰余金処分計算書を記載
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して、議会の議決によります処分額として表示しております。背景につきましては、先ほど病院

部長が申しましたので割愛させていただきます。

以上で、議案第６８号についての説明を終わらせていただきます。御審議のほどよろしくお願

いします。

〔建設部長（原田憲一郎君） 降壇〕

○議長（市山 繁君） 眞鍋総務部長。

〔総務部長（眞鍋 陽晃君） 登壇〕

○総務部長（眞鍋 陽晃君） それでは、議案第６９号壱岐市防災会議条例の一部改正について御

説明を申し上げます。

壱岐市防災会議条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。本日の提出でございます。

提案理由でございますが、災害対策基本法の一部改正に伴い、市防災会議の所掌事務及び委員

構成を見直すために、所要の改正を行うものであります。

次のページをお開きください。壱岐市防災会議条例の一部を次のように改正します。議案関係

資料１の新旧対照表１ページをお開きください。左が現行で、右が改正案でございます。第２条

でございますが、防災会議の所掌事務をうたっております。現行の第３号中「前２号」を「前各

号」に改め、改正案で４号となります。

現行の第２号「市の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害に関する情報を収集す

ること」を、改正案では第２号「市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審

議すること」に改め、改正案第３号「前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べるこ

と」を加えます。

次に、第３条でございますが、会長及び委員についてうたっております。第５項において委員

の構成数を規定しておりますが、機構改革の計画を踏まえまして、現行の第５項第７号に規定し

ております、市長がその部内の職員のうちから指名する者「５人以内」を、改正案第７号では

「７人以内」に改め、部長級職のうちから７名選任できるようにいたしております。第９号とい

たしまして、「自主防災組織を構成する者または学識経験のある者のうちから市長が任命する者

２名以内」を加えております。

２ページ目をお開きください。第３条第６項で、任期を必要とする委員について規定をしてお

りますが、現行第６項中「第７号」を改正案第６号６項で「第４号及び第９号」に改めます。以

上で、議案第６９号壱岐市防災会議条例の一部改正について説明を終わります。

続きまして、議案第７０号壱岐市災害対策本部条例の一部改正について御説明を申し上げます。

壱岐市災害対策本部条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。本日の提出でございま

す。
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提案理由でございますが、壱岐市災害対策本部条例の根拠法令であります災害対策基本法の一

部改正に伴い、引用条項の変更をいたしており、所要の改正を行うものであります。

次のページをお開きください。壱岐市災害対策本部条例の一部を次のように改正します。新旧

対照表は、資料の１の３ページでございます。第１条中「第２３条第７項」を「第２３条の２第

８項」に改めます。

附則といたしまして、この条例は公布の日から施行しようとするものでございます。御審議の

ほどよろしくお願いいたします。

以上で説明を終わります。

〔総務部長（眞鍋 陽晃君） 降壇〕

○議長（市山 繁君） 川原市民部長。

〔市民部長（川原 裕喜君） 登壇〕

○市民部長（川原 裕喜君） 議案第７１号壱岐市税条例の一部改正について御説明を申し上げま

す。

壱岐市税条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。本日の提出でございます。

条例改正の提案理由でございますが、地方税法等の一部改正及び東日本大震災からの復興に関

し、地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関

する法律の制定に伴い、個人市民税の税率の特例措置等の規定を整備する必要があるため、所要

の改正を行うものでございます。

次のページをお開きください。地方税等の改正に伴う壱岐市税条例の改正部分でございますが、

壱岐市税条例の一部を次のように改正するものでございます。壱岐市税条例第９５条のたばこの

税率は「４,６１８円」を「５,２６２円」に改め、１,０００本につき６４４円引き上げること

となっております。

次に、附則第９条を次のように改めました。附則第９条につきましては、従来退職所得に係る

所得割の額からその１０分の１に相当する金額を控除する措置が講じられてきましたが、今年の

金利情勢等を踏まえ、平成２５年から当該措置が廃止されることに伴い、削除となります。

次に、附則第１６条の２、たばこ税率の特例の第１項中「２,１９０円」を「２,４９５円」に

改め、１,０００本につき３０５円引き上げることになりました。これは旧３級品たばこに係る

分です。したがって、たばこ税率の改正は、都道府県たばこ税の一部を市町村たばこ税に移譲す

るもので、県たばこ税率が市たばこ税と同額引き下げられております。したがって、たばこに係

る税金の額に変更はありません。

次は、個人の市民税の税率の特例等として、附則に第１条を加え２５条とし、東日本大震災か

らの復興に関し、地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源確保に係る地方税の臨
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時特例に関する法律の施行に伴い、平成２６年から平成３５年までの各年度分の個人の市民税に

限り、均等割の税率は、第３１条第１項の規定にかかわらず、同項に規定する額に５００円を加

算した額とするものでございます。

条例の施行日ですが、公布の日でございます。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に

定める日から施行するものでございます。（１）附則第９条の改正規定は、平成２５年１月１日

からでございます。（２）９５条の改正規定、附則第１６条の２第１項の改正規定につきまして

は、平成２５年４月１日からでございます。

附則第２条は、市民税に関する経過措置、第３条は、市たばこ税に関する経過措置となってお

ります。

市民への通知ですが、壱岐市のホームページに掲載の予定でございます。なお、議案関係資料

の資料１の４から５ページに新旧対照表を添付しておりますので、御参照していただきたいと思

います。

以上で説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いをいたします。

〔市民部長（川原 裕喜君） 降壇〕

○議長（市山 繁君） 堀江企画振興部長。

〔企画振興部長（堀江 敬治君） 登壇〕

○企画振興部長（堀江 敬治君） 議案第７２号壱岐市国民宿舎条例の一部改正について御説明申

し上げます。

壱岐市国民宿舎条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。本日の提案でございます。

提案理由でございますが、壱岐市国民宿舎壱岐島荘の改修に伴い、利用料金の改定を行う必要

があるため、所要の改正を行うものであります。

次のページをお開き願います。壱岐市国民宿舎条例の一部を次のように改正するものでありま

す。第４条関係の別表を次のように改めます。

資料１の新旧対照表６ページをお開き願います。左が現行で右が改正案となっております。ま

ず、宿泊料金でございますが、大人「３,４００円」を「４,４００円」に。また、今回は休前日

等料金を設けておりまして、５,４００円といたしております。したがいまして、平日は

１,０００円、休前日等は２,０００円アップということになります。小学生児童につきましては、

「２,９００円」を「３,４００円」として、５００円アップといたしております。なお、合計欄

の金額には、消費税と入湯税は含まれておりません。

次に、７ページの休憩料金については、大人で立ち寄り湯一般休憩「３００円」を「４００円」

に。昼の大広間は「４５０円」を「５５０円」に。個室は「９５０円」を「１,０００円」にい

たしております。小学生児童についても同じ上げ幅となっております。ロビーでの一般休憩時間
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は、午前９時から午後８時までと延長いたしております。冷暖房の加算料金につきましては、廃

止をいたしております。広間の専用料については、会議利用の場合のみでございます。貸与料に

ついては従来どおりでございますが、マージャン一式を２００円アップいたしまして１,０００円

といたしております。

附則としまして、この条例は平成２４年１１月１日から施行するものであります。

以上で説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。

〔企画振興部長（堀江 敬治君） 降壇〕

○議長（市山 繁君） 小川消防長。

〔消防長（小川 聖治君） 登壇〕

○消防長（小川 聖治君） 議案第７３号壱岐市火災予防条例の一部改正について御説明申し上げ

ます。

壱岐市火災予防条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。本日の提出でございます。

提案理由といたしましては、危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令及び対象火気設

備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定

める省令の一部を改正する省令が公布され、炭酸ナトリウム過酸化水素付加物が危険物に追加さ

れたこと及び電気自動車用の急速充電設備について、対象火気設備等の対象として追加するとと

もに、急速充電設備の特性等を踏まえて、急速充電設備を設置する際の位置、構造及び管理に関

する条例の制定基準が新たに定められたことに伴い、壱岐市火災予防条例の一部を改正し、経過

措置として附則第５条から第８条を設け、所要の改正を行うものでございます。

次のページをお開きください。壱岐市火災予防条例の一部を次のように改正する。条文が多い

ので、改正条例の新旧対照表は議案関係資料８ページから１３ページに記載しております。

主な改正点は、急速充電設備について第１１条の２を加え、炭酸ナトリウム過酸化水素付加物

が危険物に追加されたことについて、附則第４条の次に４条を加える改正で、本年１２月１日か

ら施行するものでございます。炭酸ナトリウム過酸化水素付加物については、一般的には過酸化

炭酸ソーダ、酸素系漂白剤と呼ばれており、主成物は漂白剤、除菌剤、消臭剤の製品の原料とな

るものでございます。

以上、簡単でございますが御説明をいたします。御審議のほどよろしくお願いいたします。

〔消防長（小川 聖治君） 降壇〕

○議長（市山 繁君） 眞鍋総務部長。

〔総務部長（眞鍋 陽晃君） 登壇〕

○総務部長（眞鍋 陽晃君） 議案第７４号公の施設の指定管理者の指定について御説明いたしま

す。
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下記のとおり、公の施設の指定管理者を指定する。本日の提出でございます。

１、公の施設の名称は、壱岐市芦辺浦住民集会所。位置でございますが、壱岐市芦辺町芦辺浦

８５番地３。２、指定管理者となる団体、住所でございますが、壱岐市芦辺町芦辺浦８５番地３、

名称は、芦辺浦商業組合組合長篠崎勉氏でございます。３、指定期間でございますが、平成

２４年１０月１日から平成２７年３月３１日までの２年６カ月といたしております。

提案理由でございますが、壱岐市芦辺浦住民集会所の指定管理者を指定するため、地方自治法

第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を経ようとするものでございます。指定管理料

は年間当たり１００万円を予定をしているところでございますけれども、今年度は期間が６カ月

間ということになりますので、その半額の５０万円といたしております。予算につきましては、

さきの定例市議会６月会議で補正計上させていただいたところでございます。

なお、地方自治法第２４４条の２第６項の規定は、公の施設の設置管理及び廃止に関する規定

となっております。

以上で、議案第７４号の説明を終わらせていただきます。御審議のほどよろしくお願いいたし

ます。

〔総務部長（眞鍋 陽晃君） 降壇〕

○議長（市山 繁君） 堀江企画振興部長。

〔企画振興部長（堀江 敬治君） 登壇〕

○企画振興部長（堀江 敬治君） 議案第７５号武生水Ｃ辺地（変更）、渡良Ｂ辺地（変更）、初

山Ｂ辺地、東可須辺地（変更）、立石辺地（変更）及び石田辺地（変更）に係る総合整備計画の

策定について御説明申し上げます。

武生水Ｃ辺地（変更）、渡良Ｂ辺地（変更）、初山Ｂ辺地、東可須辺地（変更）、立石辺地

（変更）及び石田辺地（変更）に係る総合整備計画を別紙のとおり定める。本日の提出でござい

ます。

提案理由でございますが、郷ノ浦地区第１分団２部小型動力ポンプ購入事業、郷ノ浦地区第

２分団２部活動拠点施設整備事業、市道小場１号線道路改良事業勝本地区第１分団小型動力ポン

プ購入事業、市道八口線改良事業及び市道白水線道路排水整備事業に辺地対策事業債を活用する

ため、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第３条第１項

及び第５項の規定に基づき、議会の議決を求めるものでございます。この計画は、辺地債の対象

になるためには、市議会の議決を経て、辺地に係る総合整備計画を総務大臣に提出することとな

っておりますので、議会の議決を求めるものでございます。

１ページをお開き願います。右の上に辺地名を記載いたしております。まず、武生水Ｃ辺地で

ございます。郷ノ浦地区第１分団２部小型動力ポンプ購入事業を計画に追加し、総合整備計画を
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変更いたしております。郷ノ浦地区第１分団２部の小型ポンプは、老朽化により性能低下及び塩

害等による腐食が著しいため更新を行うものであり、計画事業費は１４９万６,０００円であり

ます。

２ページ、渡良Ｂ辺地では、郷ノ浦地区第２分団２部活動拠点施設整備事業を追加し、総合整

備計画を変更いたしております。郷ノ浦地区第２分団２部の消防格納庫は、老朽化が著しい上、

狭隘のためポンプ車を格納する際に支障を来しておりますので、建てかえを行うものであります。

計画事業費は１,６８５万円であります。

次に３ページをお願いします。初山Ｂ辺地でございます。市道小場１号線は幅員が狭い上、曲

線が多く見通しが悪いため、今回整備するものであります。計画事業費は６,０００万円であり

ます。

４ページをお開き願います。東可須辺地でございます。勝本地区第１分団小型動力ポンプにつ

きましては、１５年を経過し、性能低下及び塩害等による腐食も著しいため更新を行うものであ

ります。計画事業費は、１４９万６,０００円であります。

５ページをお開き願います。立石辺地でございます。市道八口線改良事業につきましては、取

りつけ道路改修が必要となったため事業費増となっております。計画事業費は１億９００万円で

あります。

６ページをお開き願います。石田辺地でございます。市道白水線は、既設排水路の断面不足に

より、梅雨時期の豪雨等で排水不良を起こしている上、排水路及び舗装面の老朽化に伴いまして

通行にも支障を来しているため、整備を行うものであります。計画事業費は３,０００万円であ

ります。位置等につきましては、別添資料２に掲載をいたしておりますので御参考ください。

以上で説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。

〔企画振興部長（堀江 敬治君） 降壇〕

○議長（市山 繁君） 西原財政課長。

〔財政課長（西原 辰也君） 登壇〕

○財政課長（西原 辰也君） 議案第７６号平成２４年度壱岐市一般会計補正予算（第４号）につ

いて御説明申し上げます。

平成２４年度壱岐市の一般会計補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。

歳入歳出予算の補正。第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３億１,４７４万

７,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２０７億４,７７５万６,０００円

とします。

第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」により定めております。
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地方債の補正。第２条、地方債の変更は、「第２表地方債補正」によるものでございます。

債務負担行為の補正。第３条、債務負担行為の追加は、「第３表債務負担行為補正」によるも

のでございます。本日の提出でございます。

２、３ページをお開き願います。「第１表歳入歳出予算補正」、歳入及び歳出の補正の款項の

区分の補正額等については、「第１表歳入歳出予算補正」に記載のとおりでございます。歳入歳

出予算補正の内容については、事項別明細書で後ほど御説明いたします。

４、５ページをお開き願います。「第２表地方債補正」、１、変更、辺地対策事業債、補正前

限度額２億７,８１０万円を補正後限度額２億７,９４０万円に、市道角野田線道路改良事業で

１３０万円を増額しております。次に、過疎対策事業債、過疎地域自立促進事業、補正前限度額

２億４,８６０万円を補正後限度額２億６,７６０万円に、農水産物の離島輸送コスト支援事業へ

充当するため１,９００万円を増額しております。次に、農林水産業債、補正前限度額６,８６０万

円を補正後限度額８,０３０万円に、ふるさと農道緊急整備事業、亀松地区工事費増額で

１,１７０万円を増額しております。次に、合併特例事業債、補正前限度額５億９,５９０万円を

補正後限度額５億９,９６０万円に、芦辺中学校校舎耐震改修工事設計業務で３７０万円を増額

しております。

６ページをお開き願います。「第３表債務負担行為補正」、１、追加、壱岐市芦辺浦住民集会

所の指定管理に伴う２５年度以降の債務負担行為限度額２００万円を追加しております。

それでは、事項別明細書により主な内容分について御説明いたします。

１０、１１ページをお開き願います。まず、歳入について御説明いたします。

１０款地方交付税１項の地方交付税は、今回不足する財源について普通交付税２億１,３２９万

１,０００円を増額補正しております。なお、本年度の普通交付税は、対前年度比０.７％減の

１００億５４０万円に決定いたしております。

１４款国庫支出金１項国庫負担金１目民生費国庫負担金１節社会福祉費負担金は、障害者自立

支援法及び児童福祉法の改正による障害者療養介護医療費の増加に伴い、２分の１の自立支援給

付費負担金５２０万円を増額しております。２節児童福祉費負担金は、認可保育園である壱岐保

育園の定員増に伴う国庫負担金として２分の１の６３４万１,０００円の増額、また障害児施設

措置費（給付費等）として、２分の１の２５０万円を追加しております。

２項国庫補助金４目土木費国庫補助金１節道路事業費補助金、社会資本整備総合交付金は、市

道八幡芦辺線改良事業の国の内示額減額によるもので４,６２０万円を減額しております。３節

河川費補助金、準用河川改修事業費補助金は、町谷川改修事業費の国の内示額増額による３分の

１、１０４万５,０００円を増額しております。７目総務費国庫補助金１節総務費補助金、過疎

地域等自立活性化推進交付金１,０００万円の追加は、平成２５年４月発行予定の「しま共通地
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域通貨」の準備経費として、複数の離島過疎市町が連携して取り組むために壱岐市が窓口となり

受け入れるものであります。

次、３項国庫委託金２目民生費委託金２節児童福祉費委託金の子ども手当事務取扱交付金は、

税制改正による地方財政の増収分で対応することとなり、一般財源化されたため、今回１０２万

３,０００円全額を減額しております。

次に１２、１３ページをお開き願います。１５款県支出金２項県補助金１目総務費県補助金

１節地域の元気づくり支援交付金は、地域コミュニティの活性化を図る組織を支援するため

１５０万円を追加しております。

２目民生費県補助金２節老人福祉費補助金、地域介護・福祉空間整備等交付金３,０００万円

及び施設開設準備経費補助金の５１１万２,０００円の補正は、第５期介護保険事業計画に基づ

く認知症高齢者グループホーム施設整備及び開設準備経費としてそれぞれ追加しております。

３節児童福祉費補助金の子育て支援対策臨時特例交付金は、地域子育て支援拠点環境改善事業と

して、「かざはや広場」施設改修事業費の４分の３、４０１万１,０００円を追加しております。

４目農林水産業費県補助金１節農業費補助金の担い手育成基盤整備関連流動化促進事業補助金

は、農業高度化支援事業として苅田院地区及び原田地区に対し１,１０７万円。また、耕作放棄

地解消緊急整備事業補助金として、八幡地区耕作放棄地の面積増に伴い５２１万７,０００円を

追加しております。２節林業費補助金、ふるさとの森林づくり事業費補助金は、県の森林環境税

事業により「森のつどい」へ充当するため７８万円を補正しております。

５目商工費県補助金１節商工費県補助金、緊急雇用創出事業臨時特例基金事業補助金は、観光

案内標識等調査事業に対し３９３万円の追加をしております。２節観光費補助金、外国人観光客

受入施設グレードアップ推進事業補助金として、事業費の３分の１、８１７万１,０００円を追

加しております。

９目消防費県補助金１節消防費補助金、地域の元気づくり防災力向上支援事業費補助金は、自

主防災組織の新規結成・加入促進を図るために必要な資機材の整備に５３万６,０００円、消防

団員加入促進事業費補助金は、研修や訓練用の資機材整備に１００万円を追加しております。

１５款県支出金３項県委託金３目農林水産業費県委託金１節農業費委託金、農地・水・農村環

境保全向上活動支援事業委託金は、環境保全型農業直接支払交付金として１１７万５,０００円

を補正しております。

２０款諸収入４項雑入につきましては、日本離島センターよりアイランダー２０１２出展助成

金として１０万円、全国消防操法大会出場助成金として、県・消防協会・県下市町消防団より

３００万円、また過年度分補助金返還金として、「２１世紀漁業担い手確保推進事業」の漁船取

得リース事業において事業の中止の届け出があり、残存年数分の補助金返還金７５万円を追加し
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ております。

２１款市債につきましては、４、５ページの「第２表地方債補正の変更」で説明をいたしまし

たとおりでございます。

次に、１４、１５ページをお開き願います。歳出について御説明いたします。

まず、補正全般について、人件費の補正については人事異動及び会計間の異動に伴う職員給与

費等の増減によるものを今回補正いたしております。２款総務費１項総務管理費５目財産管理費

１１節需用費の修繕料は、郷ノ浦庁舎及び別館の消防設備修繕ほか貸付施設の修繕料について

５４６万円を補正しております。１８節備品購入費は、自動車教習所等公共施設３カ所にＡＥＤ

購入設置費７５万円を追加しております。

６目企画費の旅費から使用料及び賃借料まで、アイランダー２０１２事業出展経費として

６５万１,０００円を補正いたしております。これは、東京池袋のサンシャインシティーにおい

て本年１１月２４日から２５日の２日間開催されるもので、離島地域の活性化を図る目的で全国

の離島が一体となり、都市居住者等へ島をＰＲし、交流人口の増加、ＵＪＩターンの促進を図る

ものであります。

次に１６、１７ページをお開き願います。１９節負担金補助及び交付金のしま共通地域通貨発

行業務負担金１,０００万円は、平成２５年４月発行予定のしま共通地域通貨の準備経費として、

過疎地域等自立活性化推進交付金を活用し、複数の離島過疎市町が連携して取り組むために、壱

岐市が窓口となり９月下旬に設立予定である県離島振興協議会内部組織のしま共通地域通貨発行

委員会へ全額支出するものであります。なお、しま共通地域通貨発行委員会の設立後、その他の

事務局準備経費について関係市町と負担割合等の協議を行い、追加をする予定であります。次に、

ふれあい交流事業補助金は、今回のテレビ番組を契機に、人口減少歯どめの起爆剤として独身男

女の出会いの機会を創出するため、市内の独身男女及び市外の独身女性に登録をしていただき、

年代ごとに交流イベント等の婚活事業を積極的に推進するため４００万円を増額しております。

次に、１８、１９ページをお開き願います。３款民生費１項社会福祉費１目社会福祉総務費

２０節療養介護医療費は、障害者自立支援法及び児童福祉法の改正により、児童施設に継続入所

している１８歳以上の者について、県負担から市負担となったことによる医療費の増加分

１,０４０万円と、障害児施設措置費の３６０万円を増額しております。

次に、２０、２１ページをお開き願います。３款民生費１項社会福祉費５目介護保険事業費

１３節委託料は、高齢者福祉計画第５期介護保険事業計画に基づく特別養護老人ホーム施設整備

について、市の指定する市有地に公募をするため、土地の不動産鑑定委託料３０万円と用地測量

費８１万６,０００円を追加しております。１９節負担金補助及び交付金、地域介護・福祉空間

整備等交付金事業及び施設開設準備経費特別対策事業については、高齢者福祉計画第５期介護保
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険事業計画に基づく認知症高齢者グループホーム１ユニット定員９名の施設整備補助金として

３,０００万円、開設準備経費として５１１万２,０００円を追加しております。

次に、２２、２３ページをお開き願います。３款民生費２項児童福祉費１目児童福祉総務費

１３節委託料の５７万３,０００円と１５節工事請負費の４７７万６,０００円の補正は、地域子

育て支援拠点施設「かざはや広場」の利用者の増加に伴い、県の子育て支援対策臨時特例交付金

４分の３の補助金を活用いたしまして、かざはや施設内のちびっこサロンと隣接をいたしますボ

ランティアルームの間仕切り撤去等、施設の改修を図るものであります。４目保育所費１３節委

託料は、認可保育園である壱岐保育園の定員増による保育園児入所委託料１,７６３万円を増額

補正いたしております。

次に、２４、２５ページをお開き願います。４款衛生費１項保健衛生費２目予防費１１節需用

費、医薬材料費は、予防接種法の改正により本年９月から従来の生ポリオワクチンから不活化ポ

リオワクチンに変更されるため、新たなワクチン購入費４５７万８,０００円を追加しておりま

す。また、１３節委託料、予防接種（任意接種分）は、高齢者の肺炎による医療費の割合が高い

ため、新たに７０歳以上の高齢者に肺炎球菌予防ワクチン接種費用の助成として、１人１回

３,０００円の９００人分について２７０万円を追加しております。

次に、２６、２７ページをお開き願います。５款農林水産業費１項農業費３目農業振興費

１３節委託料、鹿捕獲は、勝本町若宮島の鹿が増殖をしているため、昨年に引き続き捕獲駆除委

託料１０６万５,０００円と、イノシシ捕獲は、今回イノシシの生息が確認されたことで農作物

の被害が拡大する前にハンターによる駆除及び海上警戒対策費として４７０万円を増額しており

ます。１９節負担金補助及び交付金、農地流動化奨励補助金については、新規設定者の増に伴い

６７６万円を増額しております。また、今回、新規事業で、農産物の輸送コストの低減を図り、

産地間競争力を高め、農業者の生産意欲向上を図るため、島外への出荷農産物の海上輸送運賃の

２分の１について、離島輸送コスト支援事業補助金１,６１０万４,０００円を追加しております。

財源は過疎債ソフト分を充当しております。

次に、２８、２９ページをお開き願います。５款農林水産業費１項農業費４目畜産業費１９節

負担金補助及び交付金、地域肉用牛振興対策事業として、新たに肥育農家の畜産防疫対策用、牛

舎消毒ジェット煙霧機購入補助金等５０万円を補正しております。５目農地費で、耕作放棄地解

消緊急整備事業として八幡地区の整備面積増による測量設計業務委託及び工事請負費、合わせま

して１,００９万円を補正しております。次に、ふるさと農道緊急整備事業で、亀松地区の県道

との取りつけ道路の幅員の計画変更、また、ふるさと農道緊急整備事業の最終年度により、工事

費及び水道管布設がえ補償費の増額分１,３１０万円を補正しております。次に、１９節負担金

補助及び交付金、圃場整備事業交付金は、原田地区高度化支援事業交付金として集積率に応じた
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交付金１,０９０万円を追加しております。

次に、３０から３１ページをお開き願います。３項水産業費２目水産業振興費１９節負担金補

助及び交付金は、今回新規事業で農業振興費と同様に島外への出荷水産物の海上輸送運賃の２分

の１の助成につきまして、離島輸送コスト支援事業補助金９４０万円を追加しております。３目

漁港管理費１５節工事請負費は、湯ノ本漁港浮桟橋修繕工事について、当初３基を３年計画で実

施予定でありましたが、実施設計の段階で既存の浮桟橋が危険な状態であることが判明いたした

ため、今回２基のみを単年度施工し最終完成とするため、３７５万１,０００円を増額しており

ます。

次に３２、３３ページをお開き願います。６款商工費１項商工費２目商工振興費１９節負担金

補助及び交付金、振興資金保証料補助金は、新規事業で低利の融資を行うことで、中小企業の事

業の活性化を図るため、中小企業振興資金融資において長崎県信用保証協会の信用保証料につい

て補助金２３０万円を追加しております。４目観光費、共済費から備品購入費まで、観光客にわ

かりやすい道路案内、観光案内、施設案内等のすべての標識の調査及び公衆トイレ管理台帳の整

備を行うため、緊急雇用創出事業臨時特例基金事業を活用いたしまして、総額３９３万円を追加

しております。１９節負担金補助及び交付金、外国人観光客受入施設グレードアップ推進事業補

助金は、外国人観光客の誘致を図るため、宿泊施設の館内外国語表示、外国語放送受信設備、イ

ンターネット環境、トイレ整備の施設改修に対し、２４年度限りで事業費の３分の２の補助金

１,６３４万２,０００円を追加しております。

次に３４、３５ページをお開き願います。７款土木費２項道路橋梁費３目道路橋梁新設改良費

１３節委託料には、起債事業の市道角野田線の測量設計業務１２４万５,０００円の増額と、補

助事業の内示額減額で市道八幡芦辺線及び住吉湯ノ本線の測量設計業務合わせて９０万円の減額

をしております。１５節工事請負費についても、市道八幡芦辺線、住吉湯ノ本線の工事費を合わ

せて今回６,３９０万円を減額しております。３項河川費１項河川総務費１５節工事請負費は、

準用河川町谷川の国の内示額は追加により３１３万５,０００円を増額しております。４項港湾

費１目港湾管理費１３節委託料、竣功認可業務は、勝本港海岸保全背後埋立竣工認可設計業務

１１５万円を追加しております。１８節備品購入費は、郷ノ浦港及び印通寺港ターミナルビルに

ＡＥＤの設置費５０万円を追加しております。

次に３６、３７ページをお開き願います。５項都市計画費２目公園費１５節工事請負費、公園

改修工事は、今宮公園トイレ改修、弁天崎公園藤棚改修等で６６０万円を追加しております。

７項住宅費１目住宅管理費１５節工事請負費は、赤滝団地及び小崎団地の電気設備改修工事とし

て２１５万円を追加しております。また、２２節補償補填及び賠償金、補償費１０万円は、本年

度解体予定の大久保団地の居住者への移転補償費１戸分を補正しております。
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次に３８、３９ページをお開き願います。８款消防費１項消防費２目非常備消防費８節報償費

から１９節負担金補助及び交付金まで、全国消防操法大会出場経費総額５９１万２,０００円と、

県単補助事業で消防団員加入促進事業として１１節需用費の消防団員用の強力ライト、手袋等の

購入に係る経費４８万１,０００円を追加補正しております。５目災害対策費１１節需用費から

１９節負担金及び交付金までの総額５３万６,０００円の補正は、県単補助事業で、「地域の元

気づくり防災力向上支援事業」として自主防災組織の新規結成加入促進を図るため、所要の経費

を補正しております。

次に４０、４１ページをお開き願います。９款教育費２項小学校費１目学校管理費１３節委託

料、県立養護学校壱岐分教室看護士派遣委託料は、本年度より県費負担となったため２４５万円

全額を減額しております。３項中学校費１目学校管理費１３節耐震工事設計委託料は、平成

２５年度に工事着工と変更となりました芦辺中学校校舎耐震改修工事設計業務３９１万４,０００円

を追加しております。

次に４２、４３ページをお開き願います。５項社会教育費５目図書館費１５節建物等解体工事

費は、郷ノ浦幼稚園前に設置しております郷ノ浦図書館書籍保管用プレハブ倉庫が老朽化により

危険であるため、今回解体費用として４０万円追加しております。７項学校給食費１目学校給食

費１２節役務費から２７節公課費までの補正については、給食センターの公用車について当初車

検費用を計上しておりましたが、老朽化また給食食材運搬用の軽貨物車に変更するため、今回

リース車両借入料で組み替え補正をいたしております。

次に、給与費明細書については、４４ページから４６ページに記載のとおりでございます。

次の４７ページに、地方債の見込みに関する調書をそれぞれに記載をしております。地方債の

２４年度末現在高見込額は、２９４億８,５６８万７,０００円となります。なお、資料３の「平

成２４年度９月補正予算案概要」で詳細な概要並びに基金の状況見込額について記載をいたして

おりますので、主な内容のみの説明とさせていただきました。

以上で、平成２４年度壱岐市一般会計補正予算（第４号）について説明を終わります。御審議

のほどよろしくお願いいたします。

〔財政課長（西原 辰也君） 降壇〕

○議長（市山 繁君） ここで暫時休憩をいたします。再開を１３時といたします。

午前11時57分休憩

………………………………………………………………………………

午後１時00分再開

○議長（市山 繁君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

議案説明を続けます。斉藤保健環境部長。
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〔保健環境部長（斉藤 和秀君） 登壇〕

○保健環境部長（斉藤 和秀君） 議案第７７号平成２４年度壱岐市国民健康保険事業特別会計補

正予算（第１号）について御説明申し上げます。

平成２４年度壱岐市の国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところに

よる。

歳入歳出予算の補正。第１条、事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６,６３２万

４,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４６億６,７８１万１,０００円

とする。

第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、「第１表歳入歳出予算の補正」による。本日提出でございます。

２ページをお開きください。第１表、歳入歳出予算補正額については、記載のとおりでござい

ます。

８ページ、９ページをお開き願います。２、歳入、５款県支出金としまして、重症化対策事業

に伴う財政調整交付金３９万３,０００円を計上いたしております。６款療養給付費交付金、平

成２３年度退職者医療費交付金、精算に伴う追加交付分として、１,４９４万１,０００円を計上

いたしております。１１款繰越金前年度繰越金５,０９９万円を計上いたしております。

１０ページ、１１ページをお願いいたします。３、歳出、３款後期高齢者支援金等、後期高齢

者支援金としまして、２８万５,０００円を計上いたしております。８款保健事業費１項特定健

康診査等事業、特定健診受診後の生活改善などの保健指導を充実させ、重症化を防ぐ経費としま

して、３９万３,０００円を計上いたしております。１１款諸支出金、療養給付費等負担金、出

産育児一時金の精算による返納金としまして、国庫支出金精算返納金６,５６４万６,０００円を

計上いたしております。

以上で、議案第７７号の説明を終わらせていただきます。御審議をよろしくお願いいたします。

続きまして、議案第７８号平成２４年度壱岐市介護保険事業特別会計補正予算（第１号）、平

成２４年度壱岐市の介護保険事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

歳入歳出予算の補正、第１条、保険事業勘定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ

２,４２８万４,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２９億９,６５９万

６,０００円とする。

第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。本日提出でございます。２ページ、３ページ

をお開き願います。

第１表、歳入歳出補正額につきましては、記載のとおりでございます。
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８ページ、９ページをお開きください。２、歳入、５款県支出金、高齢者等見守り体制構築事

業費補助金９９万６,０００円を計上いたしております。７款繰入金１項一般会計繰入金、会計

間の人事異動による人件費といたしまして、５７８万１,０００円を減額補正をいたしておりま

す。８款繰越金、介護給付費返還金の充当財源としまして、前年度繰越金２,９０６万９,０００円

を計上いたしております。

続きまして、１０ページ、１１ページをお開き願います。３、歳出、３款地域支援事業費１目

介護予防高齢者対策費、会計間の人事異動に伴う人件費といたしまして、５８０万５,０００円

を減額いたしております。２項１目包括的支援事業・任意事業としまして、県の高齢者等見守り

体制構築事業補助金を活用し、独居高齢者の孤独死防止等のための見守り体制の整備を目的とし

て、３節職員手当から２７節の公課費まで１１０万９,０００円を計上いたしております。６款

諸支出金につきましては、過年度精算による介護給付費返還金を計上いたしております。

次に、１２ページ、１３ページをお開き願います。給与明細書でございますが、５７８万

１,０００円の減となっております。先ほど御説明いたしました会計間の人事異動に伴うもので

あります。

以上で、議案７８号の説明を終わらせていただきます。御審議をよろしくお願いいたします。

〔保健環境部長（斉藤 和秀君） 降壇〕

○議長（市山 繁君） 原田建設部長。

〔建設部長（原田 憲一郎君） 登壇〕

○建設部長（原田憲一郎君） 議案第７９号について御説明いたします。

平成２４年度壱岐市簡易水道事業特別会計補正予算（２号）について、平成２４年度壱岐市の

簡易水道事業特別会計補正予算（２号）は、次に定めるところによります。

歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１２３万３,０００円

を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ８億９,９２９万８,０００円とします。２項

については記載のとおりでございます。本日の提出でございます。

２から３ページについては、歳入歳出予算補正を記載いたしております。

５から７ページには、歳入歳出補正予算事項別明細書を記載しております。

８から９ページをお開き願います。２、歳入でございますが、４款繰入金の一般会計繰入金で

２３６万７,０００円の減額と６款の諸収入で３６０万円の増額補正をしております。

次に、１０から１１ページをお開きください。３、歳出でございます。１款の総務費で、職員

の会計間の異動によります職員給与費などにつきまして５８６万７,０００円の減額補正をいた

しております。２目の施設管理費では、県道改良工事及び農道工事に伴います水道管布設替補償

工事を増額補正しております。県道改良工事分については、補償工事の対象外になりますので、
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この工事の増額補正分と職員給与費などの減額補正を差し引きました２３６万７,０００円を歳

入の一般会計繰入金で減額補正をいたしております。

以上で、議案第７９号について説明を終わらせていただきます。

続きまして、議案第８０号について御説明いたします。

平成２４年度壱岐市下水道事業特別会計補正予算（第１号）についてですが、平成２４年度壱

岐市の下水道事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによります。

歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６３万１,０００円を

追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４億２６１万６,０００円とします。２項につ

きましては、記載のとおりでございます。本日の提出でございます。

８から９ページをお開き願います。２、歳入でございますが、５款繰入金の一般会計繰入金で、

６３万１,０００円の増額補正をいたしております。

次に、１０から１１ページをお開きください。３、歳出でございます。１款の下水道事業費と

２款の漁業集落排水整備事業費の人件費で、職員の会計間異動によります職員手当などの６３万

１,０００円の増額補正をいたしております。この分については、歳入の一般会計繰入金として、

増額補正をいたしております。

以上で、議案第８０号についての説明を終わらせていただきます。よろしくお願いします。

〔建設部長（原田 憲一郎君） 降壇〕

○議長（市山 繁君） 後藤農林水産部長。

〔農林水産部長（後藤 満雄君） 登壇〕

○農林水産部長（後藤 満雄君） 議案第８１号平成２４年度壱岐市農業機械銀行特別会計補正予

算（第１号）について説明をいたします。

平成２４年度壱岐市の農業機械銀行特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１,７４４万５,０００円

を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億３,００４万５,０００円とする。

２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の

金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。本日の提出でございます。

５ページをお開き願います。５ページにつきましては、事項別明細書の総括用の歳入の記載を

いたしております。

次の６ページには、歳出の分を掲載をいたしております。

８ページ、９ページをお開きを願います。事項別明細書の歳入の部分につきまして、御説明を

いたします。３款繰入金２項の基金繰入金に１６２万８,０００円を予定をいたしております。

それから、４款繰越金１目繰越金に１,５８１万７,０００円を前年度繰越金から予定をいたして
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おります。

続きまして、１０ページ、１１ページをお開きを願います。３、歳出でございますが、１款総

務費１項総務管理費の１目一般管理費に１１節それから１４節それから１８節の備品購入費に、

総額１,１１２万５,０００円の補正を予定いたしております。今回、備品購入費の１６２万

８,０００円につきましては、水田ハロー１機分の更新の予定でございます。それから、２款基

金積立金１目の減価償却基金積立金に６３２万円を予定をいたしております。

以上で、議案第８１号につきまして説明を終わらせていただきます。よろしくお願い申し上げ

ます。

〔農林水産部長（後藤 満雄君） 降壇〕

○議長（市山 繁君） 西原財政課長。

〔財政課長（西原 辰也君） 登壇〕

○財政課長（西原 辰也君） 説明申し上げます。

平成２３年度壱岐市一般会計歳入歳出決算を、地方自治法第２３３条第３項の規定により、監

査委員の意見を付して議会の認定に付するものでございます。本日の提出でございます。

平成２３年度各会計決算書の一般会計１ページをお開き願います。平成２３年度壱岐市一般会

計歳入歳出決算書、歳入合計２６４億６２１万７,１２４円、歳出合計２５８億８,８５９万

２,２１７円、歳入歳出差引残額５億２,０２９万４,９０７円、決算内容につきましては、

２ページ以降のとおりでございます。

なお、２６、２７ページをお開き願います。１８款繰入金２項基金繰入金１目基金繰入金１節

財政調整基金繰入金については、当初財源不足に対する基金取崩し２億６００万円を予定してお

りましたが、年度末の収支決算調整で、各種医療扶助費等において、多額の不用額が生じたため、

財政調整基金取崩しを取りやめております。

また、歳出においては、平成２２年度の国の補正予算できめ細かな交付金と住民生活に光をそ

そぐ交付金の財政措置がなされ、本市においてもそれぞれの交付金を受け、そのほとんどを

２３年度に繰越して交付金事業に取り組んできたところです。

そのほか、特に平成１９年度から取り組んできた合併特例事業の廃棄物処理施設や２１年度か

ら実施の学校給食施設などの大型事業が最終完成年度となったため、事業費が大幅な増額となっ

たものの、２２年度の地域情報通信基盤整備事業４４億円の事業の実施により、２３年度普通建

設事業費の対前年度比は、１９.４％の減となっております。

また、後年度の公債費の軽減を図るため、繰上償還６億３,９６０万円、そして後年度地方債

の償還財源として減債基金への積立６億３,１８２万円も実施をしております。市民が安全で安

心して暮らせる経費、市の振興施策などの行政費用として、それぞれ支出をしてきたところでご
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ざいます。

１０６ページをお開き願います。実質収支に関する調書でございます。単位を千円にいたして

おります。歳入歳出差引額５億２,０２９万５,０００円で、繰越明許費による翌年度へ繰り越す

べき財源額、４,９９１万９,０００円でございますので、これを差し引いた実質収支額は４億

７,０３７万６,０００円となっております。

次に、財産に関する調書でございます。各会計決算書のつづり、最後の財産に関する調書をお

開き願います。財産に関する調書は、平成２４年３月３０日付で決算を行っています。

財産に関する調書１ページから公有財産、そして５ページから８ページに物品、９ページに債

権、基金について、それぞれ２３年度中の増減を記載いたしております。

９ページをお開き願います。４、基金の中段、一般会計分の決算年度末現在高は、７４億

２,９４０万９,０００円であります。定額運用基金の運用状況は、最後のページ１０ページに記

載をいたしております。土地開発基金について、７,０００万円を減額し、減額分については、

一般会計に繰り入れをいたしております。

平成２３年度の決算内容及び主要な施策の成果等につきましては、別紙資料４に記載のとおり

でございます。

以上で、平成２３年度一般会計歳入歳出決算認定について、説明を終わります。御審議の上、

認定を賜りますようよろしくお願いいたします。

〔財政課長（西原 辰也君） 降壇〕

○議長（市山 繁君） 斉藤保健環境部長。

〔保健環境部長（斉藤 和秀君） 登壇〕

○保健環境部長（斉藤 和秀君） 認定第２号平成２３年度壱岐市国民健康保険事業特別会計歳入

歳出決算認定について御説明いたします。

平成２３年度壱岐市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算を、地方自治法第２３３条第３項

の規定により、監査委員の意見を付して議会の認定に付する。本日提出でございます。

１ページをお願いいたします。国民健康保険事業勘定、歳入合計４５億９,４１７万９,０８３円、

歳出合計４５億４７０万３,５０９円、歳入歳出差引残額８,９４７万５,５７４円、直営診療施

設勘定歳入合計１億３,４５６万１７７円、歳出合計１億３,００７万６,３３３円、歳入歳出差

引残額４４８万３,８４４円となっております。

１０ページ、１１ページをお開きください。歳入歳出決算事項別明細書でございます。歳入に

ついて、１款１項における国民健康保険税の決算の状況は記載のとおりであり、国保税の収納率

は現年度分については、医療給付分、後期高齢者支援分、介護納付分を合わせて９４.７８％に

なっております。昨年度は、９４.４％であり、比較すると０.３８％のプラスとなっております。
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滞納繰越分については、現年度９.４９％、前年度が９.８６％であり、０.３７％のマイナスと

なっております。滞納の累積額は、３億４,４８２万８,８５０円です。なお、不納欠損処分とし

て、８６件、８９１万８,７９４円の処分を行っております。

歳出についてでございますが、２２ページ、２３ページをお開き願います。２款１項の１目か

ら４目までの医療給付費、療養費、２項の高額療養費の支出済みの額の合計は、２９億８,９８９万

５,１１４円であります。昨年度より４５７万２,８９１円の減額になっております。

２４ページ、２５ページをお開き願います。４項の出産育児諸費につきましては、５４件でご

ざいます。葬祭諸費につきましては、７７件の給付件数となっております。

３２ページをお開き願います。実質収支に関する調書は、記載のとおりでございます。

３４ページから３９ページは、直営診療施設勘定特別会計歳入歳出決算事項別明細書でござい

ます。平成１９年度から、公設民営で運営しております勝本、湯本診療所に係る経費でございま

す。

以上で、認定２号につきまして、説明を終わらせていただきます。

続きまして、認定第３号平成２３年度壱岐市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算認定に

ついて御説明いたします。

平成２３年度壱岐市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算を、地方自治法第２３３条第

３項の規定により、監査委員の意見を付して議会の認定に付する。本日提出でございます。

１ページをお開きください。歳入合計２億８,７２９万５,０８３円、歳出合計２億８,６０３万

８,０３３円、歳入歳出差引額１２５万７,０５０円となっております。

６ページ、７ページをお開き願います。歳入歳出決算事項別明細書でございます。歳入につい

て、１款１項における後期高齢者医療保険料の決算の状況は記載のとおりであり、保険料の徴収

率は現年度分については、特別徴収、普通徴収を合わせて９９.２１％となっております。前年

度は９９.１１％であり、比較すると０.１％のプラスになっております。滞納繰越分については、

２４.８２％の収納率になっております。滞納の累積額は、３２２万６,０００円であります。

１０ページ、１１ページをお開き願います。歳出でございますが、２款広域連合納付金２億

７,５７２万２,５９１円の内訳につきましては、保険料分１億４,９５５万３,７００円、保険基

盤安定分１億１,４２７万２,７５８円、共通経費負担分１,１８９万６,１３３円となっておりま

す。

以上で、認定第３号についての説明を終わらせていただきます。

続きまして、認定第４号平成２３年度壱岐市介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について

御説明いたします。

平成２３年度壱岐市介護保険事業特別会計歳入歳出決算を、地方自治法２３３条第３項の規定
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により、監査委員の意見を付して議会の認定に付する本日提出でございます。

１ページをお願いいたします。介護保険事業勘定でございますが、歳入合計２８億８,６６１万

９,８１９円、歳出合計２８億５,３６３万７,５８４円、歳入歳出差引残額３,２９８万

２,２３５円でございます。

続きまして、介護サービス事業勘定でございますが、歳入合計２,７６５万８,６６５円、歳出

合計２,７６５万８,６６５円の同額でございます。

１０ページ、１１ページをお開き願います。歳入歳出決算事項別明細書でございます。歳入に

ついて、１款１項における介護保険料の決算の状況は記載のとおりであり、保険料の徴収率は現

年度分については、特別徴収、普通徴収を合わせて９８.９３％になっております。前年度は

９９.１％であり、比較すると０.１７％のマイナスになっております。滞納繰越分については、

２.９７％の収納率になっております。滞納の累積額は２,３７１万４２０円であります。

１８ページ、１９ページをお願いいたします。歳出でございますが、２款介護給付費の支出済

み額は２７億２,８３０万６,２７２円であり、昨年度より１,２３８万円の増額になっておりま

す。

２４ページをお願いいたします。この介護サービス事業勘定の決算は、地域包括支援センター

の設置による居宅支援サービス計画書の作成に係るものが主でございます。

２６ページ、２７ページをお願いいたします。歳出は、１款２款ともそれに伴う嘱託、派遣職

員の人件費等となっております。

以上で、認定４号の説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。

〔保健環境部長（斉藤 和秀君） 降壇〕

○議長（市山 繁君） 原田建設部長。

〔建設部長（原田 憲一郎君） 登壇〕

○建設部長（原田憲一郎君） 認定第５号について御説明いたします。平成２３年度壱岐市簡易水

道事業特別会計歳入歳出決算の認定について、平成２３年度壱岐市簡易水道事業特別会計歳入歳

出決算を、地方自治法第２３３条第３項の規定により、監査委員の意見を付して議会の認定に付

するものでございます。本日の提出でございます。

１ページをお開き願います。歳入歳出決算書でございます。歳入合計８億９,８４８万

４,７３５円、歳出合計８億９,６４８万２,３９５円、歳入歳出差引額としまして２００万

２,３４０円であります。

次に、２から３ページをお開きください。歳入の部でございますが、予算現額が９億６７６万

４,０００円に対し、収入済額が８億９,８４８万４,７３５円となっております。

次に、４から５ページをお開き願います。歳出を記載しております。予算現額９億６７６万
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４,０００円に対し、支出済額８億９,６４８万２,３９５円となっております。

続きまして、６から７ページをお開き願います。事項別明細書でございます。ここで、２款の

使用料及び手数料についてでございますが、簡易水道使用料としまして、調定額が４億４,４４０万

２,６０４円に対し、収入済額は、４億１,００６万９,２６０円でございます。その内訳としま

して、現年度調定額が４億９３９万５,２００円、収入済額が４億５８７万２,６９０円、滞納繰

越調定額は３,５００万７,４０４円に対し、収入済額が４１９万６,５７０円となっております。

収納率で申しますと、現年度分が９９.１４％、昨年度と同率でございます。また、滞納分につ

きましては、１１.９９％になりまして、昨年度より０.８２％上昇しております。

次に、１０から１１ページをお開き願います。事項別明細書の歳出の部でございます。１款か

ら４款までを次のページにかけて記載しております。

以上で、認定第５号の説明を終わらせていただきます。

続きまして、認定第６号について御説明いたします。

平成２３年度壱岐市下水道事業特別会計歳入歳出決算について、平成２３年度壱岐市下水道事

業特別会計歳入歳出決算を、地方自治法第２３３条第３項の規定により、監査委員の意見を付し

て議会の認定に付するものでございます。本日の提出でございます。

１ページをお開き願います。歳入歳出決算でございます。歳入合計３億３,７０３万９,４１０円、

歳出合計３億３,６９６万３,０１０円、歳入歳出差引残額は７万６,４００円となっております。

２から３ページをお開き願います。歳入を記載しております。予算現額が３億９,０５９万円

に対し、収入済額が３億３,７０３万９,４１０円となっております。

次に、４から５ページをお開き願います。歳出を記載しております。予算現額が３億９,０５９万

円に対し、支出済額が３億３,６９６万３,０１０円となっております。

次に、６から７ページをお開き願います。決算の事項別明細書の歳入でございます。２款の使

用料及び手数料で、下水道使用料といたしまして調定額が４,３８４万６,０３０円、収入済額が

４,１７８万９,８５０円です。その内訳としまして、現年分調定額が、４,１７１万４,９８０円、

収入済額が４,１５８万３,３５０円、滞納繰越調定額が２１３万１,０５０円に対し、収入済額

が、２０万６,５００円となっております。収納率で申しますと、現年度分が９９.６８％となり、

昨年度より０.３１％上昇しております。また、滞納分につきましては９.６９％で、昨年度より

５.３２％上昇しております。

以上で、認定第６号の説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。

〔建設部長（原田 憲一郎君） 降壇〕

○議長（市山 繁君） 川原市民部長。

〔市民部長（川原 裕喜君） 登壇〕
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○市民部長（川原 裕喜君） 認定第７号平成２３年度壱岐市特別養護老人ホーム事業特別会計歳

入歳出決算認定について御説明を申し上げます。

２３年度壱岐市特別養護老人ホーム事業特別会計歳入歳出決算を、地方自治法第２３３条第

３項の規定により、監査委員の意見を付して議会の認定に付するものでございます。本日の提出

でございます。

１ページをお開き願います。歳入の合計でございますが、５億１,８５８万６,６５５円でござ

います。歳出の合計は、４億６,０５５万６,６５６円でございます。差引残額ですが、

５,８０２万９,９９９円で、２４年度への繰越金でございます。

次に、６ページをお開き願います。歳入の主なものですが、１款介護サービス収入の１目介護

サービス費の３億６,１５９万７,８１１円ですが、これは入所者約１００名の介護サービス、短

期介護サービス、デイサービスセンターの介護サービスに係る長崎県国民健康保険団体連合会か

らの収入でございます。次に、２目利用者負担金収入の６,２３４万８,８１７円ですが、各サー

ビスの利用者負担金でございます。その施設利用者負担金の未収額といたしまして、合計１４万

２,８９０円となっておりますが、現在、既に全額収入済みとなっておるところでございます。

次に、１０ページをお開き願います。歳出の主なものでございますけれども、１款介護サービ

ス事業費の１項施設介護サービス事業費で、７７４万９,４２８円の不用額が生じておりますが、

１目事務費の７節賃金の１２４万６,５８０円の不用額につきましては、各種臨時雇い賃金の中

で介護員及び栄養士の雇用の調整による執行残でございます。１１節需用費３１万１,９３７円

の不用額につきましては、介護員の被服の購入、印刷費、コピー代等の経費節減に取り組んだ成

果による執行残でございす。また、２目介護費の１１節需用費で３６９万６,１６９円の不用額

が生じておりますが、これは光熱水費、修繕料、食材購入費等の予算執行の見直し、経費節約に

取り組んだ成果による執行残でございます。次に、１５節工事請負費の２９万４,０００円の不

用額でございますが、消防施設等改修工事、パッケージ型消火設備設置の入札によります執行残

でございます。

次に、１２ページをお開き願います。３款施設整備費の予算額計の２,０６４万８,０００円に

つきましては、平成２２年度の繰越明許となっております。特養ホーム建設が延期となったこと

から、１２節役務費の建築確認申請手数料２６８万４,０００円につきましては不用となりまし

た。また、１３節委託料の建物の設計業務委託料につきましては、２２年度契約を行い繰越手続

をとり２３年度完成となりまして、１,１９６万４,０００円の完成払いをしております。委託料

に変更がなかったために６００万円の不用額が生じております。

次に、最終の１６ページをお開き願います。実質収支に関する調書でございます。歳入総額が

５億１,８５８万７,０００円、歳出総額が４億６,０５５万７,０００円、歳入歳出差引額が
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５,８０３万円、実質収支額といたしまして５,８０３万円となっております。

以上で、認定７号について説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。

〔市民部長（川原 裕喜君） 降壇〕

○議長（市山 繁君） 眞鍋総務部長。

〔総務部長（眞鍋 陽晃君） 登壇〕

○総務部長（眞鍋 陽晃君） 認定第８号平成２３年度壱岐市三島航路事業特別会計歳入歳出決算

認定について御説明を申し上げます。

平成２３年度壱岐市三島航路事業特別会計歳入歳出決算を、地方自治法第２３３条第３項の規

定により、監査委員の意見を付して議会の認定に付するものでございます。本日の提出でござい

ます。

決算書の１ページをお開きください。歳入合計でございますが、１億１,９８６万５,０１８円、

歳出合計は、歳入と同額でございます。歳入歳出差引残額はゼロ円でございます。

２ページ、３ページをお開きください。歳入でございますが、予算現額は１億２,３６０万

７,０００円、収入済額は１億１,９８６万５,０１８円でございます。

４ページ、５ページ目をお開きください。歳出でございますが、予算現額は１億２,３６０万

７,０００円、支出済額は１億１,９８６万５,０１８円でございます。

次に、６ページ、７ページをお願いします。歳入歳出決算の事項別明細書でございます。１款

の使用料及び手数料でございますが、収入済額２,８８１万９,１９２円となっております。

平成２３年度の乗船者数などでございますが、乗客が６万８,３４５人、また車両が１,５２４台

で、平成２２年度に対しまして、乗客で２,２６０人の減、車両で３９０台の減でございます。

減少の主な理由でございますが、地域情報通信基盤整備事業であります光ケーブルの敷設、個別

ＦＭ告知機の設置工事等の事業が終わったことによるものと思われます。２款の国庫支出金でご

ざいますが、予算現額の４,２００万円に対し、支出済額が５,５７６万４,４６９円となってお

ります。

３款県支出金でございますが、予算現額１,４００万円に対し、１,０１６万４,１５０円とな

っておりまして、国庫補助金の離島航路補助金が増額実績となっております。補助金は、前年度

の１０月１日から当該年度の９月３０日までの１年間の補助対象欠損額に対し、国が定めた標準

単価に基づいて算出された標準欠損額について国が助成するとともに、残額について、県、市が

２分の１の助成をいたします。市の補助金は一般会計繰入金ということになりますが、この中に

は、人件費などの補助対象外が含まれておりますので、２分の１以上の負担になります。平成

２３年度の繰入金は、予算現額４,１７４万７,０００円に対し、収入済額が２,５０５万

７,９５７円となっておりまして、国と県の補助金の関係は、国の補助金が大きければ大きいほ
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ど、県と市の負担は少額となります。

歳出につきましては、８ページから１１ページに記載をいたしております。１款運航費１項運

航管理費１目一般管理費１５節の工事請負費４６４万８,３５０円でございますが渡良浦港フェ

リーターミナルの建設工事でございます。

１２ページをお開きください。実質収支に関する調書でございます。歳入歳出いずれも１億

１,９８６万５,０００円となっておりまして、歳入歳出差引額はゼロ円になります。

以上で、認定第８号の平成２３年度壱岐市三島航路事業特別会計歳入歳出決算認定につきまし

て説明を終わらせていただきます。御審議の上、認定いただきますようよろしくお願いいたしま

す。

〔総務部長（眞鍋 陽晃君） 降壇〕

○議長（市山 繁君） 後藤農林水産部長。

〔農林水産部長（後藤 満雄君） 登壇〕

○農林水産部長（後藤 満雄君） 認定第９号平成２３年度壱岐市農業機械銀行特別会計歳入歳出

決算認定について御説明を申し上げます。

平成２３年度壱岐市農業機械銀行特別会計歳入歳出決算を、地方自治法第２３３条第３項の規

定により、監査委員の意見を付して議会の認定に付する。本日の提出でございます。

１ぺージをお開き願います。歳入歳出決算書でございます。歳入合計１億３,０３１万

２,９９６円でございます。歳出合計１億１,４４９万４,５４９円、差し引き１,５８１万

８,４４７円でございます。

次に、６ページ、７ページをお開き願います。決算書の事項別明細書の歳入の部分でございま

す。まず、１款の使用料及び手数料でございますが、その中で１目の使用料でございます。機械

の使用料で、調定額７,３１８万１,５７５円に対しまして、収入済額としまして７,２７３万

２,４４５円でございます。収入未済額で４４万９,１３０円ございます。これは現年度が８件で

２４万３,３９０円でございます。過年度が３件で２０万５,７３５円、合計１１件のものでござ

います。しかしながら、現在ではこれが、ともに１件に達しておりまして、現年度が１件の５万

１,０４０円ございます。それから過年度分が１件ございまして、９万９,９８５円、合計現在の

残高といたしまして、１５万１,０２５円ございます。鋭意徴収に努力をいたしてまいる所存で

ございます。

それから、２款の財産収入の２項財産売払収入１目の物品売払収入でございますが、１１５万

５,０００円となっております。これはブルドーザーを売却いたしたものでございます。購入年

月日が平成１０年７月２８日に購入いたしました大型ブルドーザーでございますが、昨年の４月

２７日に売却をいたしております。
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それから、３款の繰入金でございますが、１目の一般会計繰入金でございますが、９３２万

７,０００円で一般会計から繰り入れをいたしております。それから、２項の基金繰入金で１目

の減価償却基金繰入金でございますが、これを事務所の建設のために３９２万５,８８０円繰り

入れいたしております。

それから、４款の繰越金でございますが、８１０万７,９１１円を繰り越しをいたしておりま

す。

それから、５款の諸収入でございますが、雑収入といたしまして３２万５,７２３円、これは

労働保険の個人負担分とそれからコイン洗浄機の利用料でございます。それから、３項１目の受

託事業収入でございますが、これが３,４７３万９,０３７円。収入合計が１億３,０３１万

２,９９６円でございます。

続きまして、８ページ、９ページをお開きを願います。歳出でございます。１款の総務費で

１目一般管理費でございますが、特にこの中で、先ほど申し上げました１５節の工事請負費に事

務所の増築をいたしました。これは３５平米ほど、増築を昨年いたしております。それから、

１８節の備品購入費につきましては、３６万７,８８０円でありますが、アルミブリッジの購入

あるいは複合機、これは電話・コピー・ファックスが一体となった備品の購入、さらにはデジカ

メの１台購入、それから刈払い機を３台購入、これらの分でございます。それから、２款の基金

積立金に積立金としまして１０万７,０００円、支出合計といたしまして１億１,４４９万

４,５４９円でございます。

続きまして、１０ページをお開きを願います。実質収支に関する調書でございますが、歳入歳

出差し引きをいたしまして、実質収支といたしまして１,５８１万８,０００円でございます。以

上、認定第９号について御説明を申し上げました。よろしく御審議のほどをお願い申し上げます。

〔農林水産部長（後藤 満雄君） 降壇〕

○議長（市山 繁君） 左野病院部長。

〔病院部長（左野 健治君） 登壇〕

○病院部長（左野 健治君） 認定１０号について御説明申し上げます。

平成２３年度壱岐市病院事業会計決算認定について、地方公営企業法第３０条第４項の規定に

より、平成２３年度壱岐市病院事業会計決算を別紙監査委員の意見を付して議会の認定に付すも

のでございます。本日の提出でございます。

２ページをお開きください。２３年度壱岐市民病院事業会計決算報告書でございます。収益的

収入及び支出でございます。収入といたしまして、第１款の病院事業収益といたしまして決算額

が２２億５,７６８万２,３２５円でございます。予算に比べまして４,７６５万９,６７５円の減

となっております。要因としましては、精神科の指定医確保がされず、２３年７月１６日以降、
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病棟を休床いたしたことによるものでございます。また、支出の第１款病院事業費用といたしま

して、決算額２５億２０１万５,１５１円でございます。不用額といたしまして７,３２６万

２,８４９円となっております。収入の２２億５,７６８万２,３２５円から、支出の２５億

２０１万５,１５１円を引いた２億４,４３３万２,８２６円の赤字決算でございます。

続いて、４ページをお開き願います。資本的収入及び支出でございます。収入といたしまして、

第１款資本的収入の決算額１億９２１万９,０００円でございます。主に出資金で、一般会計の

繰入金でございます。支出といたしましては、第１款資本的支出の決算額１億８,０２１万

３５４円でございます。建設改良費といたしまして、病院の医療機器購入の２,９６９万

７４５円と、企業債の償還金が１億５,０５１万９,６０９円となっております。資本的収入が資

本的支出に不足する額７,０９９万１,３５４円につきましては、当年度分消費税及び地方消費税

１４１万３,８４５円、過年度分損益勘定留保資金６,９５７万７,５０９円で補填をいたしてお

ります。

次のページをお開き願います。固定資産明細書でございます。有形固定資産といたしまして、

土地、建物、構築物、器械備品、車輌等でございます。合計年度末残高といたしまして５０億

９７９万７,７５０円でございます。器械備品の当年度の増加分２,６０７万６,９００円は医事

会計室の導入でございます。オーダーリングシステムのクライアント更新分によるものでござい

ます。当年度の減少高は除去分２,００６万５,３０４円でございます。また、無形固定資産の

２０万１,９００円につきましては、賃貸マンションの敷金の１戸でございます。医師公舎とし

て利用しておる分でございます。

次ページをお開き願います。企業債明細書でございます。未償還の合計の残高が３３億

４,９６０万１,５４０円となっております。

次のページをお開き願います。１０ページから収益費用明細書でございます。それぞれの節に

収益費を書いてありますので、お目を通していただきたいと思っております。

続いて、１９ページをお開き願います。平成２３年度の壱岐市民病院事業会計損益計算書でご

ざいます。最後から３行目でございますが、市民病院につきましては、当年度の純損失は２億

４,４３３万２,８２６円となっており、前年度に比べまして４,４４３万５,０００円の純損失の

増加となり、大変厳しい状況が続いております。これにより前年度の繰越欠損金２０億５６９万

３,５７５円でございましたので、当該年度の未処理欠損金は２２億５,００２万６,４０１円で

ございます。

続いて、次のページをお開きいただきたいと思います。２０、２１ページは２３年度の貸借対

照表でございます。２０ページが資産の部、固定資産と流動資産となっております。２１ページ

が負債の部、資本の部となっております。それぞれ３５億３,４７４万５,７９８円となっており
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ます。

続きまして、２２、２３ページをお開き願いたいと思います。市民病院事業剰余金計算書でご

ざいます。

２４ページをお開き願いたいと思います。市民病院事業欠損金処理決算書でございます。

次に、２６ページをお開き願いたいと思います。事業報告書でございます。４月、診療体制は

ドクターが１２名体制でございましたけど、精神科の医師の引き揚げ等により１１名となり、非

常勤医師を補充しながらの厳しい診療体制でございました。

続きまして、３０ページから４１ページまででございます。業務内容について掲載いたしてお

ります。それぞれ各年度、各科目ごとに数値を掲載いたしております。あともって目を通してい

ただければと思っております。

続きましては、４４ページをお開き願います。かたばる病院の決算報告書でございます。収益

的収入及び支出でございます。収入といたしまして、第２款病院事業収益といたしまして決算額

３億９,０９０万７,０１０円でございます。予算額に比べまして１,６４８万９,０１０円の増と

なっております。診療単価の増による収益増でございます。支出といたしまして、第２款の病院

事業費用で決算では３億６,７７２万８,２７２円となっております。不用額といたしまして

２,７２２万９,７２８円となっております。収入の３億９,０９０万７,０１０円から支出の３億

６,７７２万８,２７２円を引いた２,３１７万８,７３８円の黒字決算でございます。

続いて、４８ページをお開き願います。かたばる病院の固定資産の明細でございます。合わせ

まして１４億３,０８４万１,８８５円となっております。

続いて、５０ページから収益費用、それぞれの明細書でございます。

５９ページをお開き願いたいと思います。かたばる病院の事業会計損益計算書でございます。

最後の３行目でございます。一般会計の繰り入れ等を含みまして、当年度の純利益といたしまし

て２,３１７万８,７３８円となっております。これにより前年度の繰越利益剰余金１億４６９万

５,１０２円でございましたので、当年度の未処理利益剰余金は１億２,７８７万３,８４０円で

ございます。

続いて、６０ページをお開き願います。貸借対照表でございます。

６２ページをお開き願いたいと思います。病院事業剰余金の計算書でございます。

６４ページをお開き願いたいと思います。市民病院事業剰余金処分計算書でございます。

１２０万円の利益積立金を積み立てるものでございます。

６６ページをお開き願います。病院事業報告書でございます。２３年度の診療体制につきまし

ても１名でございました。常勤医師１名でございました。非常勤医師を補充しながらの運営でご

ざいましたけど、黒字の決算となっております。
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６８ページから、業務の内容として年度ごとに数値を掲載しておりますので、あともってお目

を通していただきたいと思います。

以上で説明を終わります。よろしく御審議のほどお願いいたします。

〔病院部長（左野 健治君） 降壇〕

○議長（市山 繁君） 原田建設部長。

〔建設部長（原田憲一郎君） 登壇〕

○建設部長（原田憲一郎君） 認定第１１号について御説明いたします。

平成２３年度壱岐市水道事業会計決算認定について、地方公営企業法第３０条第４項の規定に

基づき、平成２３年度壱岐市水道事業会計決算を別紙監査委員の意見を付して議会の認定に付す

るものでございます。本日の提出でございます。

決算報告書の２から３ページをお開き願います。収益的収入及び支出についてですが、第１款

の水道事業収益としまして予算額が１億６,０７３万６,０００円、決算額が１億６,１２７万

３,７１５円となっております。前年度決算額より２１６万４,３３０円の減でございます。これ

は給水人口の減少に伴うものでございます。

次に、支出についてでございますが、第１款の水道事業費用の予算額が１億４,４９９万

６,０００円となっております。決算額が１億２,８７６万５,３２４円となっております。前年

度決算額より２１２万９,８２８円の減でございます。

４から５ページをお開き願います。資本的収入及び支出でございますが、第１款の資本的収入

としまして、予算額が５０５万３,０００円に対しまして、決算額が５０５万２,６８０円となっ

ております。これは工事負担金が主な収入でございます。

次に、支出でございます。第１款の資本的支出といたしまして、予算額が２億３６５万

６,９５０円で、決算額が１億４,２３８万４,４１９円、翌年度繰越額が４,９０３万

４,３００円、不用額が１,２２３万８,２３１円となっております。この繰越額は、６月議会で

御報告いたしました鹿ノ辻配水池建設に伴います土木建築工事、機械設備工事、電気計装工事の

合計３件分でございます。また、不用額につきましては、同じく鹿ノ辻配水池工事の執行残でご

ざいます。

続きまして、６ページをお開き願います。損益計算書でございます。営業収益が１億５,１８２万

２２４円、営業費用が１億１,８９４万５,７３８円、営業利益が３,２８７万４,４８６円、営業

外収益が１６５万３,０７３円、営業外費用が７６１万２,５７９円、経常利益としまして

２,６９１万４,９８０円となっております。

当年度純利益は２,６７６万７６２円となりまして、前年度繰越利益剰余金１１１万７,４６３円

を合わせました当年度未処分利益剰余金は２,７８７万８,２２５円でございます。
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８から９ページは剰余金計算書を、そして１０ページには剰余金処分計算書を記載しておりま

す。この未処分利益剰余金を全額減債積立金へ積み立てることにつきまして、議案第６８号で上

程したものでございます。

１２から１３ページには、貸借対照表を記載しております。

１４ページからは、事業報告書などを記載しております。

１７ページからは、水道事業収益費用明細を記載しております。水道料金は１億４,８８０万

６,５４６円でありまして、収納率では現年度分が９７.２％、前年度より０.２９％上昇してお

ります。また滞納分につきましては１１.１２％で、前年度より０.６２％減少しております。

２０ページには資本的収支明細書を、２２ページには企業債明細書を記載しております。

以上で、認定第１１号の説明を終わらせていただきます。御審議のほどよろしくお願いします。

〔建設部長（原田憲一郎君） 降壇〕

○議長（市山 繁君） これで、市長提出議案に対する説明が終わりましたので、監査委員より

財政健全化判断比率及び資金不足比率審査と決算審査の報告を求めます。吉田代表監査委員。

〔代表監査委員（吉田 泰夫君） 登壇〕

○代表監査委員（吉田 泰夫君） 監査委員の吉田でございます。

平成２３年度壱岐市一般会計及び特別会計、公営企業会計決算並びに財政健全化判断比率及び

資金不足比率につきまして、市長から提出されました調書、書類に基づき、関係職員の立ち会い

を得て説明を求め、審査をいたしました。その結果を御報告申し上げます。

最初に、２３年度壱岐市財政健全化判断比率及び資金不足比率について御報告申し上げます。

お手元に各関係の意見書を提出しておりますので、お目通しをいただきたいと思います。

算定の基礎となる事項を記載した書類は適正に作成されており、各比率とも基準を下回る数値

であり、かつ資金不足もなく財政状態は良好であると認められます。

次に、２３年度壱岐市各会計の歳入歳出決算及び基金運用状況について御報告申し上げます。

提出の歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書、財産に関する調書並びに基金運用

状況調書の決算書類につきましては、各関係帳簿及び証票書類と一致しており、法令等に準拠し

て調整をされており、適正に表示されていると認められます。

意見としましては、５３ページの第６の審査意見のほうをお目通しをいただきたいと思います。

①の財政状況につきましては、財務比率の中で経常収支比率が若干高目の傾向となっておりま

すので留意する必要があると認められます。②の未収金につきましては、市税ほか未収総額で

７億８,０１１万３,０００円となっております。確実な財源とするためにも、早期の回収に御努

力をお願いしたいと思います。

予算の適正化執行でございますけども、５５ページになっております。歳出予算の執行につき
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まして、流用等行われておりますが、そこに書いておりますように、当初より未計上のものと、

さらには特に流用額以上の執行残が残っていた内容が見受けられましたので、予算の作成執行に

当たりましては、十分審査を行っていただきたいと思っております。

２のリース契約と書いておりますけれども、賃貸借契約、これはパソコン等の器具類の契約の

内容でございますが、この内容につきましては、保守契約あるいはリース、レンタルというふう

に名前は呼んでおるようでございますが、その区分等の金額とも明確に表示されておらず、また

契約の方法等も、今後十分条件を含め検討されて締結することが必要と考えられるので、留意願

いたいと思います。

次に、平成２３年度の壱岐市公営企業会計の決算について御報告申し上げます。

病院事業会計、水道事業会計の決算報告書及び損益計算書等の財務諸表、決算附属書類につい

ては、法令及び会計の原則に従って適正に作成されており、その内容は証票書類等も一致し、適

正に表示されていると認められます。

公営企業会計の４ページの審査意見の欄をお目通しを願いたいと思います。

病院事業の経営改善、立て直しを図るための県病院事業団への加入、かたばる病院との統合等

取り組まれておりますが、これらが即経営の改善安定とはつながらないと思慮されますので、業

務の見直し、コストの削減等の対策をあわせ実行され、経営の健全化に取り組んでいただきたい

と思います。

かたばる病院におきましては、統合に伴う手順等、市民病院と十分協議され、スムーズな移行

に支障が来さないような配慮を願いたいと思っております。

以上、未収金につきまして、個人負担分につきまして長期化したものが見受けられますので、

財源の確保の面からも早期に回収をお願いしたいと思います。

次に、水道事業会計でございますが、水道事業は昭和４５年３月から始められておりますが、

約４７年の経過となるようでございます。漏水等の有収率の低下が非常に目立ってきております

ので、今後施設の更新あるいは維持管理等につきまして、十分配慮いただいて、効率かつ安全・

安心な運営に努めることが重要と思慮されます。

なお、未収金につきましても、財源確保の面からも早期回収に努める必要があります。

以上で、平成２３年度壱岐市における決算審査事項についての結果を報告を終わらせていただ

きます。

〔代表監査委員（吉田 泰夫君） 降壇〕

────────────・────・────────────

日程第３６．陳情第３号

○議長（市山 繁君） 次に、日程第３６、陳情第３号「壱岐市芦辺町瀬戸浦の市道、恵美須～
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大久保線の幅員拡張工事」に関する陳情についてを議題といたします。

ただいま上程いたしました陳情第３号については、お手元に写しを配付いたしておりますので、

説明にかえていただきたいと思います。

────────────・────・────────────

○議長（市山 繁君） 以上で、本日の日程は終了いたしました。

次の本会議は、９月１８日火曜日午前１０時から開きます。

本日は、これで散会いたします。お疲れさんでした。

午後２時11分散会

──────────────────────────────


